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令和４年八郎潟町議会６月定例会 会議録

第１日目 令和４年６月７日（火）

議長 伊藤秋雄 おはようございます。
ただいまの出席議員は１１名であります。
定足数に達しておりますので、八郎潟町議会６月定例会は成立いたしました。
なお、３番 伊藤敦朗君から欠席の届けがありましたので、よろしくお願いいたしま

す。
これより、６月定例会を開会いたします。ただちに本日の会議を開きます。
日程第１、会議録署名議員の指名については、会議規則第１２７条の規定により議長

より指名いたします。４番 北嶋賢子君、５番 石井清人君を指名いたします。
日程第２、会期の決定については、議会運営副委員長 畠山一充君の報告を求めます。

議会運営副委員長 畠山一充 おはようございます。私から、６月定例会の日程・運営等について審議い
たしました、当議会運営委員会の審議経過と結果について、ご報告いたします。
去る５月２７日午前１０時から第二委員会室において、当局より町長、総務課長が出
席し、６月定例会の日程、議案等について委員会が開かれました。
今回の定例会の議案等は、補正予算関係議案が３件、人事案件議案が１件、報告が５
件であります。
また、陳情は６件、一般質問者は７名となっております。
次に、議員派遣につきましては、町村議長会主催の議員研修会が７月２５日、月曜日
秋田県町村会館で開催されます。
今定例会の日程は、初日が諸般報告、町長の行政報告、議案等の上程、提案理由の説
明、議案等に対する質疑を行い、議案、陳情等について各常任委員会に付託することと
いたします。
２日目は、一般質問を行い、終わり次第各常任委員会に入っていただきます。
最終日は、各常任委員会に付託された議案等について、委員長報告の後、討論・採決
を行います。
以上のとおり、今定例会の会期は皆様に配付した資料のとおり、本日から１０日まで
の４日間で行うことにいたしました。
よろしくご理解を賜りご協力下さいますようお願い申し上げ、議会運営委員会の報告
といたします。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議長 伊藤秋雄 本定例会の会期は、議会運営副委員長報告のとおり、本日７日から１０日までの４日
間と決定してご異議ございませんでしょうか。

（異議なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 ご異議なしと認め、本日から１０日までの４日間と決定いたしました。
答弁のため出席を求めた者、町長、副町長、教育長、各課長、会計管理者でありま

す。
日程第３、諸般報告に入ります。始めに議長の諸般報告ですが、この報告は、令和４
年３月定例会最終日より、本定例会までの報告事項について印刷し、皆様のお手元に
配付しております。その報告書をもって議長の諸般報告にかえさせていただきたいと思
いますが、そのように取り計らってご異議ございませんでしょうか。

（異議なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 ご異議なしと認めます。次に、広域組合議会の諸般報告に入ります。各広域組合議会
の状況・課題等について、各組合議員からの報告を頂きたいと思います。
始めに、八郎潟町・井川町衛生処理施設組合議員からの報告をお願いいたします。

４番 北嶋賢子 ４番の北嶋賢子です。
八郎潟町・井川町衛生処理施設組合議会の報告をしたいと思います。
去る令和４年３月２３日、午後２時から旧八郎潟町役場３階会議室において、令和４
年八郎潟町・井川町衛生処理組合議会３月定例会が開催されました。
議案に先立ち管理者から前年同期と比べ、し尿・浄化槽汚泥合わせて約９％の減とな
っており、また五城目町分を含め１日当たり平均処理量は３．９２㎘であります、と報
告がありました。
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議案については、歳入は令和４年度の八郎潟町・井川町衛生処理施設組合の一般会計
予算について、歳入４町の負担が１，９４１万８千円、五城目町から事業収入が３，４
８９万９千円となっており、歳出は主に汚泥処理委託６０６万３千円、そして機器整備
委託２，９００万円として、予備費としては１００万円としておきまして、全会一致を
もちまして可決されました。
以上、報告を終わります。

議長 伊藤秋雄 次に、八郎湖周辺清掃事務組合議員からの報告をお願いいたします。

６番 京極幸村 ６番 京極幸村です。
八郎湖周辺清掃事務組合議会についてご報告させていただきます。
去る令和４年３月２４日、八郎湖周辺クリーンセンターにおいて、八郎湖周辺清掃事
務組合議会３月定例会が開催されました。
議案は令和４年度一般会計予算についてであります。令和４年度一般会計予算につい
ては、当初予算の歳入歳出総額は６億２，８２０万円であります。前年比５，８５５万
４千円、１０．３％の増であります。
これは機器メンテナンス等に伴う塵芥処理費が前年度比６，４６６万６千円の増額を
見込んでいることが主な理由であります。
その他、歳出の主なものとして修繕料として１億４，９９６万７千円を計上しており
ます。
また処理施設運転業務委託として、１億６，２２５万円のほか、各種検査業務、保守
点検業務委託など、委託料全体で１億９，６４３万５千円を計上しております。
また、公債費元利償還金として、１億５，４２１万３千円を計上しております。満場
一致で原案通り可決いたしました。
以上で八郎湖周辺清掃事務組合議会の報告を終わります。

議長 伊藤秋雄 最後に、湖東地区行政一部事務組合議員からの報告をお願いいたします。

２番 小柳 聡 それでは私の方から湖東地区一部事務組合議会の報告をいたします。
令和４年３月２８日、湖東地区消防本部会議室において、令和４年第一回湖東地区行
政一部事務組合定例議会が開催されました。
潟上市の議員改選に伴い役員の改選が行われ、議長に井川町の松田弘咲議員、副議長
に八郎潟町の村井昇議員が選任されました。
職員は３名が普通退職となり、３名を４月１日付けで採用する旨の説明がありました。
議案は３議案あり、内２議案が押印の廃止や非常勤職員の育児休業等の取得要件を緩
和する条例の整備でありました。
議案第３号 令和４年度一般会計においては歳入歳出総額で６億１，８５１万円とな
り、前年度対比では６．７２％の減となっております。
歳出の主なものは、人件費が歳出全体の７８．２％を占めており、物件費８，３７７
万円、建設事業費１，７５０万円、公債費２，７９０万円等の予算が計上され、審議の
結果、全会一致で原案通り可決されました。
救急出動は、９４１件の出動の内、八郎潟町は２５１件でありました。
斎場の使用状況は、５０５件の使用があり、組合区域外の使用は１５６件となってお
ります。動物炉の使用は１７０件となっておりました。
また５月２６日に湖東地区行政一部事務組合議会全員協議会が開催され、男鹿地区と
湖東地区両消防の広域化に向けた常備消防力適正配置調査の報告を受け、メリットや課
題を共有し、引き続き今後も検討していくこととしております。
以上が湖東地区一部事務組合の報告であります。

議長 伊藤秋雄 以上で各組合議会の諸般報告を終わります。
日程第４、これより町長の行政報告を求めます。

町長 畠山菊夫 （ 町長の行政報告 別紙のとおり ）

議長 伊藤秋雄 これより町長の行政報告に対する質問を行います。
なお、質問は明日の一般質問と重複する質問は控えて下さるよう、また、一人一問程
度で、簡潔にお願いしたいと思います。
質問のある方は挙手してください。４番 北嶋賢子君。
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４番 北嶋賢子 ４番の北嶋賢子です。今、じゅんさいの行政報告ありましたけれども、町としては損
失があったのか、なかったのかをお尋ねしたいと思います。

議長 伊藤秋雄 はい、産業課長。

産業課長 千田浩美 町としては損失はありません。以上です。

議長 伊藤秋雄 いいですか。他にありませんか。
（質疑なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 これにて町長の行政報告に対する質問を終わります。
次に、日程第５、議案第２５号から日程第８、陳情までの、議案３件、陳情６件を、
各常任委員会に付託する関係で、一括上程したいと思いますが、ご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
議事日程については、配布している日程表のとおりであります。
提案理由の説明を求めます。

町長 畠山菊夫 それでは本日提出いたします議案の概要について、ご説明申し上げます。
予算書をご覧ください。

議案第２５号 令和４年度八郎潟町一般会計補正予算（第２号）について
補正予算書１ページ、歳入歳出に、それぞれ１，７３１万２千円を追加し、歳入歳出
予算の総額を３７億５，５１８万８千円としております。
それでは歳入の主なものをご説申し上げます。
８・９ページ、国庫支出金の衛生費国庫負担金に新型コロナウイルスワクチン接種対
策費負担金５４４万８千円を、衛生費国庫補助金に新型コロナウイルスワクチン接種体
制確保事業費補助金８３８万９千円をそれぞれ追加しております。
いずれにつきましても４回目の新型コロナウイルスワクチン接種に係る財源でござい
ます。
民生費国庫補助金には子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金２００万円を追加
しております。これは、新型コロナウイルス感染症影響が長期化する中で、低所得の子
育て世帯に対して給付金を支給するものでございます。
財政調整基金繰入金７９０万１千円の減額は、財源の調整に係るものでございます。
諸収入の雑入には秋田県後期高齢者医療広域連合負担金４９４万２千円を追加してお
ります。これは、同広域連合へ派遣している町職員１名分の人件費でございます。
自治総合センターコミュニティ助成金１１０万円の追加は、町内会への備品購入に、
地域防災組織育成助成事業助成金１００万円の追加は、消防団防火衣の購入に、また、
地域活性化センター助成金１００万円の追加は、団体活動に対する助成に係る財源でご
ざいます。
続きまして、歳出の主なものをご説明いたします。
１２・１３ページ、総務費、自治振興費、負担金、補助金及び交付金の総額２１６万
３千円の追加は、町内会への備品購入、団体活動への補助金でございます。
１４・１５ページ、民生費、児童措置費に総額２１０万円を追加しております。これ
は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、低所得の子育て世帯に対して給
付金を支給するものでございます。支給額については、対象者一人当たり５万円となっ
ております。
１６・１７ページ、衛生費の予防費には、総額１，５２８万４千円を追加しておりま
す。これは、４回目の新型コロナウイルスワクチン接種事業、子宮頸がんワクチン接種
事業に係るものでございます。
２０・２１ページ、消防費、非常備消防費では、条例の一部改正により消防団員報酬
１０９万２千円を、また消防団への防火衣の配備に係る備品購入費１１５万５千円を追
加しております。
なお、各項目に計上されております人件費につきましては、２４ページからの「給与
明細書」に記載しております。
以上が一般会計補正予算（第２号）の概要でございます。
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議案第２６号 令和４年度八郎潟町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について
２９ページ、歳入歳出に、それぞれ１０９万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

７億４，５１１万４千円としております。
３６・３７ページ、歳入の主なものは、県支出金、保険給付費等交付金の特別交付金
に１０７万５千円を追加しております。
３８・３９ページ、歳出の主なものにつきましては、総務費、一般管理費、秋田県町
村電算システム共同事業組合負担金１０７万５千円を追加しております。これは、国民
健康保険税の均等割額の減額に係るシステム改修費でございます。
以上が国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の概要でございます。

議案第２７号 令和４年度八郎潟町上水道特別会計補正予算（第２号）について
４１ページをご覧ください。収益的収入に３９万６千円を追加し、総額を１億５，２

０４万円に、収益的支出に６０万９千円を追加し、総額を１億４，４９２万８千円とし
ております。
４４・４５ページ、収益的収入につきましては、消防設備負担金３９万６千円を、収

益的支出の主なものでは消火栓撤去工事３９万６千円をそれぞれ追加しております。
以上が上水道特別会計補正予算（第２号）の概要でございます。
よろしくご審議の上、ご可決くださるようお願い申し上げます。

議長 伊藤秋雄 これより、議案等に対する質疑を行います。
始めに、日程第５、議案第２５号 令和４年度八郎潟町一般会計補正予算（第２号）
について、質疑を行います。質疑ありませんか。２番 小柳聡君。

２番 小柳 聡 ２番の小柳です。１７ページで子宮頸がんワクチンの質問なんですけども、この１１
６万の中に３月の当初予算では定期接種のところをたぶん少なからず予算化してると思
うんですが、今回この補正でキャッチアップ予算がキャッチアップが可能かというとこ
ろと、キャッチアップ予算が含まれているのか、というところをそこら辺をお聞きした
いと思います。

議長 伊藤秋雄 はい、保健課長。

保健課長 加藤宏 小柳議員のご質問にお答えします。
今回の補正につきましては、キャッチアップ対象者のための補正でございます。
具体的に言いますと、平成９年４月２日生まれから平成１８年４月１日生まれまでの
方を対象にしたキャッチアップとしております。以上です。

議長 伊藤秋雄 はい、いいですか。他にありませんか。はい、５番 石井清人君。

５番 石井清人 ５番 石井です。１８、１９ページの中にある一つは農業費の中の、夢ある園芸産地
創造事業費補助金、この内容を教えてください。それからもう一つは商工費の中にある、
ふるさとものづくり支援事業費補助金、この内容二つ教えてください。

議長 伊藤秋雄 はい、産業課長。

産業課長 千田浩美 １８、１９ページの夢ある園芸産地創造事業費補助金でございますけども、これは
県の単独事業であります。以前、夢プラン応援事業がありましたけども、それの後継事
業となっております。中身については枝豆の移植機購入に係るものであります。
それから同じく、ふるさとものづくり支援事業費補助金、これにつきましては通称ふ
るさと財団からの補助金となります。事業者さんが４年度のふるさとものづくり支援事
業に、具体的に言いますとあんごまソフトの商品化事業として申請したものが採用され、
令和４年３月４日付けで、一般財団法人地域総合整備財団から交付決定なったもので、
今回予算化したものでございます。以上でございます。

議長 伊藤秋雄 いいですか、他にありませんか。
（質疑なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 質疑なしと認めます。議案第２５号についての質疑を終わります。
次に日程第６、議案第２６号 令和４年度八郎潟町国民健康保険特別会計補正予算（第
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１号）について、の質疑を行います。質疑ありませんか。
（質疑なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 質疑なしと認めます。議案第２６号についての質疑を終わります。
次に日程第７、議案第２７号 令和４年度八郎潟町上水道特別会計補正予算（第２号）
について、質疑を行います。質疑ありませんか。はい、５番 石井清人君。

５番 石井清人 ４４、４５ページに、消火栓の撤去工事あるんだけども、この消火栓を廃止すること
によって、水利に不便ないか確認したいけども。そばに防火水槽とかあるのかな、そこ
辺り大丈夫でしょうか、教えてください。

議長 伊藤秋雄 はい、町民課長。

町民課長 畠山孝直 石井議員の質問にお答えいたします。近くに薬王堂のところに防火水槽がありまし
て、その先のファミリーマートのコンビニのところにも消火栓があるということで、消
防署とも協議した結果、そこの今回撤去予定の消火栓を撤去してもまずは問題ないとい
うことで、今回は撤去するということで予算を計上しております。以上でございます。

議長 伊藤秋雄 いいですか。他にありませんか。
（質疑なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 質疑なしと認めます。議案第２７号についての質疑を終わります。
次に日程第８、陳情について、を上程いたします。お手元に配布しております陳情は
６件であります。
提出された議案並びに陳情について、議事日程及び陳情文書表に記載のとおり、所管
の常任員会に付託することに、ご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 ご異議なしと認め、各常任委員会に付託することといたします。
事務局長から、委員会室を報告させていただきます。

議会事務局長 相澤重則 総務産業常任委員会は第一委員会室で、教育民生常任委員会は、第二委員会室
で開催していただきます。

議長 伊藤秋雄 これより、各常任委員会を開いていただきます。
明日は、午前１０時より本会議を開きます。
本日の会議は、これをもって散会いたします。
どうもご苦労様でした。

（ 閉会 午前 １０時４２分 ）
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令和４年八郎潟町議会６月定例会 会議録

第２日目 令和４年６月８日 （水）

議長 伊藤秋雄 おはようございます。
ただいまの出席議員は１１名であります。
なお、３番 伊藤敦朗から欠席の届けがありました。
定足数に達しておりますので、八郎潟町議会６月定例会は成立いたしました。
これより、本日の会議を開きます。答弁のため出席を求めた者、町長、副町長、教育
長、各課長、会計管理者であります。
日程第１、これより一般質問を行います。始めに１１番 柳田裕平君の一般質問を行
います。はい、１１番 柳田裕平君。

１１番 柳田裕平 おはようございます。
今日は新庁舎での初めての定例会でございます。私が初めての一般質問者になりまし
ので、緊張しておりますが一つよろしくお願いいたします。
それでは質問に入ります。その前に本日の質問ですが、地域おこし協力隊というのが
主な質問でございますので、その辺だけ一つご理解いただきたいと思います。
表題で移住者受け入れ対策についてであります。３月２１日の魁新聞ですが、２０２
１年度に活躍した地域おこし協力隊員が前年度比で５４１人増の６，００５人となり、
初めて全国で６，０００人を超えているとの報道がありました。
その一つの要因として、新型コロナウイルス禍により地方移住への関心が高まってい
ることの裏付けと言えそうであるとのことでした。
傾向として、隊員は若い世代が多く続いており、２０２１年度も２０代と３０代で全
体の３分の２を占めていたとのことでした。
男女の比率は前年度と変わらず男性５９．３％、女性４０．７％とのことでした。
それから、任期終了後に赴任先か近くの自治体に定住したのは、２０２１年度３月末
時点では、累計５，２８１人で飲食業や宿泊業を始めて暮らしているケースが多いよう
です。
定住者は隊員経験者全体の６５．３％を占め、地方移住者の増加に一役買っていると
のことでした。秋田県内ですが、２０２１年度では前年度より２０人多い１０１人が地
域協力隊として活動しているとありました。
ただ、県内２５市町村のうちで隊員が一人もいなかったのが、潟上市、井川町、美郷
町、そして八郎潟町の４市町村のようでした。
この移住・定住と地域おこし協力隊の取り組みについては、本町議会でも１０年程前
から多数の同僚議員が幾度となく一般質問で、町当局に促しているところであります。
そこで、今までの町当局が説明されていた要点を広報「議会だより」から調べてみま
した。箇条書きで一応年代の古い順になっております。
〇誘致企業による雇用確保、移住やＡターンを促す施策は実行できていないのが現状
である。今後は広域的な考え方で各方面と連携しながら取り組んでいきたい。
〇起業・創業する方や、空き家対策に適応した施策を検討して参ります。
〇安心して出産・育児のできる環境、Ａターンの促進、雇用の受け皿、結婚の出来る環
境などの町づくりが大切である。
〇雇用の場を確保するなど若者の定住条件の整備に努力します。
〇空き家バンクの開設、移住奨励金制度、医療費助成の拡充など、子育て世代向きの定
住政策として検討して参ります。
〇導入のメリットとしては、行政ができなかった柔軟な地域おこしができ、共同体制と
受け入れの機運が高まる。
導入のデメリットとしては、責任の所在が分からなく、成果が見えにくいので地域に
理解されにくい面がある。
〇平成２８年からの第６次総合計画で素案を策定して、町職員のプロジェクトチームと
町民の意見や要望を盛り込んでいく。
活動費、サポート体制、移住体制など、生活条件の整備を充分にした上で導入を図る。
〇隊員の具体的な内容を絞り込めておりませんので、方針が固まり次第導入を促進して
参ります。
〇総合的な町施策の中で考える問題かと認識しております。

ここまでが当局が話しされてきた内容であります。今までの当局の受け答えからは、
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やや慎重な姿勢を感じておりました。
ご承知のように、今の世情は大きく変わろうとしております。新型コロナウイルス禍
だけではなく想定外の自然災害が現実化していることでもあり、 安全で安心して暮ら
しやすい地方への移住を考える方が、今後も増えてくるのではとも言われております。
秋田県内の事例ですが、東成瀬村が村の魅力を発信する動画作成に携わる隊員を新た
に募ったところ、地域おこし協力隊員が前年度比で１０人程増えたとありました。
隊員のうち、６人が動画作成の活動に従事して、村民のインタビューや村内の風景を
撮影して動画投稿サイト「ユーチューブ」で発信しているようです。
村民にはない視点で、これまで気がついていなかった魅力を取り上げてくれている、
村のＰＲに役だっていると村の担当者は話していたとのことです。
また、にかほ市では、「にかほ・子供伴走プロジェクト」を背景に子供を中心とした
子育て環境を整え、地域や行政が一体となって支援する施策を実施して、２０１８年か
らの４年間で子育て世帯が７７世帯程転入超過したとありました。
本町としても、いろんな事例を勉強しながら決断を強いられる時かと思いますがどう
でしょうか。
私なりにですが、地域おこし協力隊と移住者対策を考えてみました。
〇教育をメインとした誘致を考えてはどうでしょうか。秋田県の教育、八郎潟町で子供
を育てる教育姿勢を前面にアピールする。
〇町ぐるみの積極的ＰＲ、勧誘姿勢、東京圏情報の提供依頼の体制づくりが大切である。
そのためには、他市町村を参考にしながら強力な地域おこし協力隊を立ち上げること。
〇移住策と同時に働く場所の確保が大きな問題である。町に無ければ周辺町村との連携
も考える。
〇町を挙げての「移住者受け入れ体制」を内外の有識者会議等で早急に検討してまとめ
る必要があると考える。
この「移住者受け入れ」については、１０年程前から取り上げられてきた課題であり
ます。町当局としても、はっきりと具体的な施策を打ち出すべきところに来ていると考
えますがどうでしょうか。
施策は散発的ではなく、包括的視点に立って役場をあげて取り組みのできる八郎潟版
の魅力ある総合的「移住者誘致策」を策定し、他の自治体で成果を上げているように地
域協力隊を活用していただきたいと思いますがいかがでしょうか。
町当局としての先々を見据えた考えをお伺いいたします。

議長 伊藤秋雄 はい、畠山町長。

町長 畠山菊夫 柳田議員のご質問にお答えいたします。
教育に関した地域おこし協力隊の誘致ということだと思いますが、これまでの議会で
も取り上げられ、お答えしておりますが、まずは地域おこし協力隊をどの分野で募集す
るかが重要となります。
過去には、はちパルを活用した各種事業企画の分野や産直センターに関連した分野で
の募集も案の一つとして考えたこともありましたが、現段階では、明確にした募集分野
や計画はございません。
いずれにしても、地域おこし協力隊の募集となれば、受け入れの体制づくりも含め、
議員言われるような教育に関連した地域おこし協力隊も案の一つとして考えていきたい
と思います。
次に、移住を希望する方の働く場所の確保については、テレワーク移住ができる方や
起業を考えている方は別として、そうでない方にとっては、働き場所の確保が必要とな
ります。
本町に移住を希望する方の働き場所は、やはり町内外の企業や事業所になると思いま
すので、周辺市町村との連携も考えていく必要があります。
移住者受け入れに関しては、全国的に人口減少が進む中、移住・定住施策は重要であ
ると考えています。
本町では、平成２８年度から、ふるさと回帰支援事業や雇用促進奨励事業を実施して
おり、また令和元年度からは、移住支援助成事業を加え、移住・定住の促進を図ってい
るところでございます。
なお、新たな移住・定住施策については、関東圏に向けたＰＲや移住促進のサイト開
設といった積極的なプロモーションの推進や地域おこし協力隊の活動を軸とした取り組
みを促進する必要がありますので、町民や有識者の理解を得ながら、検討して参りたい
と思います。
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１１番 柳田裕平 ただ今言われたんですが、近々と言うか１・２年内に地域おこし協力隊も活用すると
いうような形も考えていると言うことでしたので、ただ私の考えてることを言わせても
らえば今すぐ考えてすぐ実行できるようなものでもないもので、やはりなるべく早く計
画を立てて、準備万端という形で持っていかないと、１年が２年になり、２年が３年に
なるということにもなり兼ねないので、そこら辺は一つ申し上げておきたいと思います。
そこでちょっとにかほ市の例なんですが、申し上げたいと思います。
先程もちょっと申し上げましたが、にかほ市は子供伴走プロジェクトは背景にあると
いうことでございました。教育環境の整備というところでは、にかほ市の例なんですが
にかほ高校との連携、秋田県立大、秋田大学、ノースアジア大学、東北公営文化大との
連携協定を結んでいるようです。
それからその他の主な政策ですが、学童クラブの奨励、奨学金返還助成制度、就学援
助制度、就労支援、移住者就労事前調査、面接等旅費援助、帰郷された方への就労奨励
金、５歳児までの保育料無償化、医療費高校まで無償、移住者用住宅支援最大１００万
円、空き家情報バンク仲介手数料補助、若夫婦子育て世帯家賃補助、等々たくさんの施
策を打ち出しているようでございますので、後でまたそこら辺を調べていただきたいと
思います。
それで確かに財源の問題のこともありますが、国の補助金の他に自治体の負担がある
なしの問題ではなくて、大袈裟ですが町の存亡に係る大問題であると私は思っておりま
す。今、懸命に努力することが私達の責任であると考えます。
町の将来見通しを考えれば、行政ができなかったことを地域おこし協力隊と共同で取
り組んで、可能性のあるものに積極的にトライしてはどうでしょうか。
将来は子育て世帯だけでなく、定年後は自然災害の少ない地方での安心・安全な暮ら
しを選択することも増えてくるのではないでしょうか。
町の自然環境なども見直しして、住み良い町、住み続けたい町を再生してみてはどう
でしょうか。これは通告してませんので、このことについて町長の方から何かあったら
お話しを伺いたいと思いますが、なければないで結構でございます。

議長 伊藤秋雄 はい、畠山町長。

町長 畠山菊夫 町づくりに関しては、地域おこし協力隊も一つの案でございますので、総体的に考え
た一つの案として、これから考えていきたいと思います。

１１番 柳田裕平 そういうことで、できればこの事業も重要課題として取り組んでいただくようにお願
いをしておきたいと思います。
これを持ちまして私の質問を終わります。どうも有難うございました。

議長 伊藤秋雄 これにて、１１番 柳田裕平君の一般質問を終わります。
次に、４番 北嶋賢子君の一般質問を行います。４番 北嶋賢子君。

４番 北嶋賢子 ４番の北嶋賢子です。私ちょっと寸足らずだから、この台ちょっと寄せさせてもらい
ます。議席番号４番 日本共産党の北嶋賢子です。３項目の通告をさせていただきまし
た。
それではまず１番から始めたいと思います。１番として気候変動危機の打開について
と題しました。
気候変動は人類共通の関心事で、安全でクリーンで健康的で持続可能な環境の権利、
あたりまえの事だけれども、氷河湖が解けて橋が壊れたニュースを見ていると、これ程
までに地球温暖化が進んでいるのかと驚かされました。
ＣＯＰ２６で居並ぶ各国の首脳たちに、カリブ海の島国バルバトスの首相は１．５度

Cの目標は人類が生き延びるために必要であり、２度 Cは死刑判決になると主張しまし
た。山の無い島国ですので、今海水が盛り上がってきているんだそうです。
日本でも梅雨を目の前にして、経験したことのない雨はこれまでの７倍にも増加して
るといいます。
町でも気温の上昇と短時間豪雨にも備えて、情報の伝達は密が必要だと思います。特
に馬場目川下流域のゼロメートル地帯の安全と避難対策は万全にということで、これを
１番にしました。
２番として沖縄の返還と青春、アメリカの大統領が東京の横田基地に降り立ちました。
沖縄返還から５０年です。当時はベトナム戦争の最中でした。黒い殺人機が横田から
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ベトナムにも飛び立ってました。私達は戦争反対を人間の鎖で横田基地を包囲したこと
がありました。高校時代同級生達がマッターホルンを目指せ、アイガー北壁頑張れ、同
級生たちにたくさんの寄せ書きをもらって東京に出たんですけれども、社会の状況がベ
トナム戦争の盛りでしたので、いつの間にか社会と状況の渦の中にしっかりとはまって
しまいました。
毎日が沖縄を返せのシュプレヒコール、そして沖縄を返せの大合唱でした。でもおそ
らくメンバーで私は一番の年配だと思います。もしかしたら経験したというのは加藤議
員さん位かなと思うんですけれども、毎日がこの連続でした。
そして私は労働組合をしていましたので、労働組合にはわらび座の分工隊が来て、歌
の歌唱指導や寸劇をやりました。たった３人か４人しか来ないんですけれども、すごく
感銘をさせられました。
そして秋田県の田沢湖の近くに、まわり舞台のある劇場を作るというんです。あんな
秋田の山奥にどうしてそんな大きな劇場が必要なのか、と言いながらもカンパ集めをし
ました。
それが今のわらび劇場です。わらび劇場に行ってみて手すりにつかまって、この手す
りの一つの役に立ったのかなと、このように感じて私の一つの自慢の青春の一駒です。
この間ニュースで岩手県の企業がわらび座に寄附をした話がありました。わらび座は
必ず復活すると思います。そして沖縄の高校生達は、甲子園に出れるようになったんだ
けども、土を持って帰ることができませんでした。
沖縄返還になって３８年立って、土を持って帰ることができました。検疫に引っかか
るからと言われておりました。戦火の中苦労された分、今問題になっている新基地は、
グアム島などの移転で、そうすれば沖縄の人々の本当の解放へと繋がると思いますが、
ということで、町長の見解を聞きたいと思います。
３番目として空き家解体に助成をと題しました。春の作業が終わって息子が田植え機
械を洗っていました。そしたらその脇をアナグマがのそのそと歩いてました。おいおい
と息子がそう言ってましたけども、そういう自然が残っている浦大町です。
年ごとに増えていく空き家、浦大町にも２０軒以上もの空き家があります。週に１回
は全町を回ってますが、この空き家群を整理したなら街はもっと整然となると思います。
古い家を若いもんたちに置いていけない、置いて行く訳にはいかない、何ぼ程かかる
ものかなとこのように聞かれました。
解体ができなくなった家は、町の強制執行なんかあるんですけども、まだ力があって
解体を希望する人に、リフォームのように助成ができないものかどうかお尋ねをしたい
と思います。以上３項目です。よろしくお願いいたします

議長 伊藤秋雄 はい、畠山町長。

町長 畠山菊夫 北嶋議員のご質問にお答えいたします。
災害時の伝達については、防災行政無線、町広報車による巡回呼びかけ、民間携帯会
社４社のエリアメール、テレビ局へのテロップ依頼するなど迅速に情報を提供し、避難
するよう呼びかけることとしております。
馬場目川下流地域の安全と避難対策については、水防法の一部改正にともない、新し
い浸水想定区域の反映、避難情報の種類及び避難場所の情報などを掲載したハザードマ
ップを全戸配布し、周知に努めております。
また、今年度実施予定の町内もありますが、災害時に適切に避難できるよう、町内会
と連携した避難訓練の実施を図ってまいります。
次に、沖縄は東アジアの各地域に近い位置にあり安全保障上、極めて重要な位置にあ
るとされております。優れた即応性・機動性を持ち、武力紛争から自然災害に至るまで、
多種多様な任務に対応可能なアメリカ海兵隊が駐留することは、我が国のみならず、東
アジア地域の平和や安全確保のためには重要な役割を果たしていると言われております
岸田首相は、沖縄県民への基地負担については、引き続き負担軽減に全力で取り組み
目に見える成果を一つ一つ着実に積み上げて行くとしておりますので、国民全体の問題
であるとして、注視していきたいと思います。
最後に、空き家解体助成についてですが、適正に管理されず、周辺に対して危険性の
高い空き家等を除去する者に対し、空き家等除去費補助金交付要綱により、解体費並び
に当該解体によって生ずる廃材の運搬費及び処分費の合計額の２分の１を補助し、５０
万円を限度としております。
空き家等除去費補助金交付要綱の見直し、拡充については、個人財産である空き家は
所有者自ら適切に管理すべきものであることから、考えておりません。以上です。
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４番 北嶋賢子 １番ですけれども、気候変動のことなんですけれども、私は最後のところに川崎の馬
場目川下流域のゼロメートル地帯と書かせてもらいました。
あそこに立つと、川面の方が高くて、家の方が下がってて見上げなきゃならないんで
すね。小中学校がまだ土曜日に学校があった時に、土曜日の学校が終わるのを待って、
１年生と６年生の息子がいたもんだから、ランドセルを付けたまま土曜日に岩手まで走
りました。
そして田老町に泊まりました。そして田老に行って防潮堤を見て、本当に見上げるよ
うな防潮堤を見て、こんなに高いものが必要なのかそう思いました。そして東日本のこ
の間の津波、その高い防潮堤を見事に乗り越えた津波がきたんです。
ですからその高い防潮堤を乗り越えた津波を見て、凄いなと思いましてそれでやっぱ
り用心に越したことはない、やっぱりうち方の馬場目川の下流域も相当水面の方が家よ
りも高いので、用心に越したことはないと思いました。
もう一つ用心に越したことがないというのは、この間の町長の説明の中で各分団に防
護服を準備したと、これもやっぱり良いことだなと思いました。使わないに越したこと
はないんだけれども、これも用心に越したことはないと思いましたので、このことも付
け加えてもらって、そしてハザードマップを全町の人達とうまく町内会と話し合って、
そして何かあった時に皆んな一緒に避難できればなと思いました。
２番の沖縄返還なんですけれども、今、ウクライナが問題になっております。そして
私は力には力をではいけないと思います。ベラルーシがロシアでプーチン大統領に逆ら
えないのと同様で、日本もやっぱりアメリカに逆らえない状況なんですけれども、今の
一番の特徴は総理大臣が広島出身だということだと思います。
ですから大いに広島の宣伝をして、やっぱり自分は広島出身だということで、今回の
力と力に対する問題に対しては、日本の広島出身の総理大臣が先に立ってもっと頑張ら
なきゃならないんでないかなと思います。
そして３番目の空き家解体の問題は、本当に浦大町は自然が豊かです。１軒の家が空
き家になっちゃうと周りが町と違って家並みが１軒の家の周りがみんな畑なので、森に
返ってしまいます。
ですからその私に言った人も、何とかならないものかなと、若い者達に置いていく訳
にいかないし、補助があれば助かるんだけどもな、このように言われましたけども、今、
町長が話した２分の１の５０万限度に、ここのところもう一回聞きたいけれども、２分
の１の５０万を限度に補助するようなことを話されましたけども、そのことをもう一回
詳しく聞きたいと思います。
そして浦大町の今の最大の大きな問題として、北嶋家の総本家が石垣だけが残って、
土蔵が崩れて、小さな家も屋根が折れて凄い石垣だけが残ってるの、あそこ整理したら
すごく良い公園になるだろうしということで、あそこの家は前に八郎潟町の議長をした
斉藤久一議長の奥さんがあそこの家の出身で、その息子さんが今一人川崎に住んでいる
んだけども、何とかならないかと言えば昔むかしの話だから何も手付けられない、この
ように言うんですよ。
でもね、だんだん浦大町も人が少なくなってきて、古い家といえば雄一先生も歴史の
ことは良く知っているんだけども、あそこの家は孫別家だし、せば私が生きてるうちに
何とか取り組まなきゃいけないものかなと、このように空き家のことに関しては大本家
に当たることに関して今思ってるところです。
毎年春になると、黒サンショウウオの卵が一杯池にあるんです。そして奥の方には滝
もあるんです。あそこをもう少し整備してそして皆の憩いの場所に出来たらなと思いま
した。この３番の５０万の限度額の２分の１のことを、もう一回聞きたいと思います。
お願いします。

議長 伊藤秋雄 はい、畠山町長。

町長 畠山菊夫 空き家等除去費の補助金ですけれども、１５０万円かかっても上限が５０万円、それ
と１００万円以内、例えば８０万円であれば半分の４０万円という意味でございます。

４番 北嶋賢子 最後の質問なんですけれども、この２分の１の１００万、８０万、４０万なんだけれ
ども、これはあくまでも空き家という意味で解釈してよろしいでしょうか。

議長 伊藤秋雄 はい、町民課長。
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町民課長 畠山孝直 北嶋議員の質問にお答えします。現在ある空き家の補助金の交付要綱については、
あくまでも適正に管理されていない、周辺に対して危険性の高い空き家等を除去するも
のに対しての補助金の交付でございます。以上でございます。

４番 北嶋賢子 はい、分かりました。聞かれた本人にはまずその通り答えたので、せば自分でやらな
ければならないんだなって本人は納得してましたけども、でもなるべく空き家が少なく
なるように行政の方でも、そして私達町内会の方でもなるべく負担を軽くして協力して
行きたいと思います。以上で終わります。有難うございました。

議長 伊藤秋雄 これにて、４番 北嶋賢子君の一般質問を終わります。
次に、６番 京極幸村君の一般質問を行います。６番 京極幸村君。

６番 京極幸村 ６番 京極幸村です。通告に基づき３つのテーマについてご質問させていただきます。
質問の１つ目は、ふるさと大使によるプロモーション活動の可能性についてでありま
す。首都圏への人口の流出を防ぎ、地方を活性化するためには、まちの魅力を知っても
らうプロモーション活動が欠かせません。
同時に、住民にももっと地元を知ってもらい、生まれ育った土地への愛情を持っても
らうことも大切です。町のプロモーション活動の方法は、観光事業やイベントの開催、
ふるさとＣＭや映像コンテンツの制作など様々あります。
これらによる町のＰＲ効果は決して小さくはないと考えておりますが、例えばふるさ
とＣＭであったら県内中心の放映であるなど、その広報範囲というのは地理的に限定的
であります。
本町における既存の広報範囲をより拡大するという観点から、ふるさと大使を利用し
た町のＰＲを提案いたします。
本町所縁の有名人の方にふるさと大使として広報活動をしてもらうことにより、全国
規模で広く認知度の向上が期待できます。ＳＮＳインフルエンサーにふるさと大使とし
て広報活動をしてもらうことにより、そのインフルエンサーの同年代や同じ趣味を持っ
たコミュニティを中心に浸透度の高いＰＲ効果が期待できます。
また、本町も人口の社会流出が進んでおりますが、ふるさと大使の情報発信を通じた
インターネット・コミュニティができることにより、故郷を離れた方々もふるさと八郎
潟への関心が持続していくのではないでしょうか。
さらにふるさと大使を通じて地域振興、まちづくり等に関して外部視点のフィードバ
ックを受けることで、八郎潟町の活性化にもつながるのではないでしょうか。
以上の理由から、本町出身の有名人やインフルエンサーなど、そういった方々にふる
さと大使になってもらい、八郎潟町をＰＲしてもらうのはいかがでしょうか。
そこでご質問させていただきますが、本町はプロモーション活動をどのように行って
いて、それを町当局としてはどう評価しているか、現状を伺います。
また、ふるさと大使の登用について、当局の見解を伺います。次に、ふるさと大使と
ふるさと納税が関連づけられるのではないかと考えます。
北京オリンピックカーリング女子で銀メダルを獲得した日本代表の「ロコ・ソラーレ」
の地元、北海道北見市のふるさと納税額が大会期間中に激増したと報道がありました。
２０２１年度６億３，０００万円だった北見市のふるさと納税による寄附金は２０２
２年２月時点で１７億円を突破した模様であり、前年度比約１１億円の増となり同市の
過去最高額を記録しております。
オリンピックでは他にも多くのメダリストがおりましたが、ここまでふるさと納税に
影響があったケースは希少となっております。大きく２つの点がふるさと納税の増額に
繋がったと推察します。
１つ目は、ロコ・ソラーレのチームの活動拠点が北見市であり、５人のメンバーのう
ち４人が北見市出身であるということが多くの人に周知されたこと。
２つ目は、ロコ・ソラーレの関連グッズや選手達が試合中に口にしていた北見市のお
菓子など、ロコ・ソラーレに関連するふるさと納税の返礼品を北見市が用意していたこ
とで、興味を持った方々やファンの心理に対する受け皿が用意されていたことです。
本町出身者にも、バドミントン選手の志田千陽さんを初め、全国規模や国際規模で注
目されているアスリートがおります。
こうした方々が本町出身であることは我々町民にとっても誇らしいことであります。
そこでご質問させていただきますが、全国規模や国際規模で活躍している本町出身の
アスリートやいわゆる有名人と言われる方はどの位いるのか、そして町はその方たちと
現在どのような関係性を持っているのか伺います。
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また、こうした方々に関連したふるさと納税の返礼品を用意してはどうかと提案しま
すが、これにつきまして当局の見解を伺います。以上で１つ目の質問を終わります。
続いて２つ目の質問のテーマは、中学校部活動のこれからについてであります。
中学校部活動が少子化と教員の働き方改革といった２つの観点から、改革を迫られて
おります。
本町における部活動も生徒数の減少を受けて廃部となったものもあります。存続して
いる部活動も人数不足により、練習環境が厳しくなってきております。まずは人数不足
による部活動への影響についてお伝えしたいと思います。
１つ目に練習効果の低下が挙げられます。私の指導している八郎潟中学校男子バスケ
ットボール部を例にします。男子バスケットボール部は昨年の６月以降５人という部員
数でありました。今年４月に新入学生３人の入部があり８名体制となりましたが、人数
は依然とし不足しており、練習内容も制限されております。
特にバスケットボールは１０人で行う競技であるため、競技そのものである５人対５
人での試合形式の練習ができず、競技力の向上と選手達のモチベーションには好ましく
ない影響が出ております。
まもなく開催される地区中学校総合体育大会で現３年生が引退するとなると、翌年の
新入部員が入部するまでの約１０ケ月もの間、再び５人での活動となり、少人数による
厳しい環境下での活動となります。
２つ目に教育的効果が挙げられます。少人数での部活動というのは、教育効果の低下
も招いていると感じます。部員の人数が試合をする上で成り立つか成り立たないかのギ
リギリの状態だと、試合に出るということが当たり前になります。
チーム内競争が無くなれば、多くの選手は自発的に努力することも少なくなります。
中学生にとって授業以外にも夢中になれるものがあり、それに対して懸命に取り組ん
だ経験は人格形成に大きな影響を与えます。かつての部活動は多くの中学生にとってそ
ういった競争と努力の経験の場となっておりましたが、少人数部活動ではそういった効
果は薄れやすいと感じております。
３つ目に機会の損失ということも挙げられます。ギリギリの人数でチームを組んでい
るので、もし一人でも怪我人が出た場合、試合すら出来なくなります。それを考えると
迂闊に試合も組めません。毎週のように試合をしているチームもある中で、人数不足に
より選手たちが受ける機会損失というのは目に見えるもの以上に大きいものでありま
す。また、人数不足による練習の制限や、環境による選手のモチベーションの低下、対
外試合の減少は、指導者にとってもモチベーションの低下に繋がる問題であります。
指導者の確保も部活動の課題の一つとなっておりますが、その観点からも看過出来な
い問題ではないかと考えます。
そこでご質問させていただきますが、人数不足による部活動への影響をどのように捉
えているのか、見解をお伺いします。
これらの問題を解決するためには、普段の練習から練習の人数を増やしていく必要が
あります。
ここ数年、本町はじめ周辺地域では多くの部活動合同チームが生まれておりますが、
少子化解決の見通しが立っていない現状では、単独チームでは部活動を成立させていく
ことが困難であると考えます。
五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村の中学校生徒数の合計は令和２年度とその１０
年後を比較しますと、１００人以上、割合にして４分の１ほど減少します。このことか
ら今後合同チームという選択肢は益々増えていくのではないかと予想されます。
私も昨年度、部活動を合同チームとして引き継ぎました。そこで感じた合同チームの
課題について、いくつか共有したいと思います。
１つ目に合同練習をする練習場所への送迎が挙げられます。生徒の放課後の下校時間
に合わせて保護者が待機しなければなりません。また生徒の居残りがあった場合はその
都度個別対応となります。
特に部員の人数が少ない学校では、移動に対応できる保護者の数も少なくなるため各
家庭における負担も大きくなります。結果的に平日の多くは各学校単独での練習となる
場合が多くなります。
２つ目に人数が試合に出場可能な人数を満たしたら、合同チームが解散するというこ
とが挙げられます。このことにより合同チームとして築いてきた戦術やノウハウ、練習
環境やチーム体制がリセットされてしまいます。４月にリセットされてからたった２ケ
月で総決算である総体に向かうことになります。
また、それぞれのチームに新入生が数名入った程度では人数は潤沢とは言えず、練習
効果には好ましくない影響を与えたままであります。
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３つ目に親の会組織の連携負担が大きいということが挙げられます。
合同チームになるにあたってのノウハウがなく、１から体制を構築しなければなりま
せん。各チームで会計をそれぞれ行うなど、二度手間ともいえる会計体制や擦り合わせ
作業での負担も増えます。
以上のような課題があるとともに、少子化が進行していく中での合同チームは、その
場しのぎの対応となりますが、根本的な解決にはならないのではないでしょうか。
そこでご質問させていただきます。今後の部活動の在り方とその方向性について、現
時点での考えを伺います。
また、部活動を合同チームで進めるにも、周辺地域で広域化するにも、放課後の生徒
の移動に関する問題は大きいものであります。地域間を超えた部活移動に、町でバスを
出すことは出来ないものかお伺いいたします。以上で２つ目の質問を終わります。
続いて３つ目の質問は、住宅取得支援制度の導入についてであります。
町内に住宅を取得することは、そのほとんどが融資を受けて長期間ローンを支払うと
いう側面もあり、定住にも効果を発揮します。
また家の新築やリフォームなどには工務店や大工職人を始めとした、多くの職種が関
わっており経済効果も大きいものです。
昨今ではコロナ禍による将来の経済不安や、ウッドショックによる価格高騰といった
要因があるものの、住宅需要に大きな減少は見られておりません。
しかしながら、住宅取得を検討する子育て世代の経済状況は、決して余裕があるとは
言えず性能を落した低コスト住宅の選択が増えているなど、少しでも費用を抑えての家
づくりを検討している状況となっております。
ここで住宅取得支援をすることで、子育て世代の一軒家の取得を後押しするとともに、
本町への移住・定住の促進が出来ないかと考えます。
そこでご質問させていただきますが、住宅取得支援として本町では現在どういった取
り組みがあるのか、またその効果を当局としてはどう評価しているのか、現状を伺いま
す。
少しでも住宅の維持・取得費用を抑えようとする動きの中で、住宅ローン金利への関
心も高くなっております。住宅ローンは大別すると、変動金利型と全期間固定金利型の
２種類があります。
中でも政策金融機関である住宅金融支援機構が支援している、全期間固定金利型、い
わゆる「フラット３５」と呼ばれる住宅ローンは、一般に民間金融機関の融資審査より
も基準が広く設定されており、比較的低収入であったりしても利用できる対象者が多い
ということが特徴としてあります。
この「フラット３５」には様々な金利引き下げ手段があります。そのうちの一つが、
地方公共団体が子育て世代や地方移住者等の住宅取得を支援する、地域連携型と呼ばれ
るものであります。
これは一定の期間金利を引き下げるもので、利用者の経済的負担の軽減効果がありま
す。また地域連携型は空き家を取得する際にも利用することが可能であり、空き家対策
にも効果が期待できます。
秋田県内でも既に、６つの市と５つの町で地域連携型を取り入れておりますが、男鹿
・潟上南秋地区内では、未だ取り入れている自治体はありません。
「フラット３５」は他にも省エネ住宅や長期有料住宅に対する金利引き下げ制度があ
り、地域連携型と合算しての制度利用が可能です。
現行制度では、最大０．７５％もの金利引き下げが可能となります。今０．７５とい
う数値ですが、通告書の数値の訂正になります。通告書では金利引き下げ最大０．５％
と記載しておりましたが、先日、新制度が開始となったことにより、現在では金利引き
下げ最大が０．７５％となっておりますので、訂正させていただきます。
「フラット３５」地域連携型を導入することは、利用者には経済負担の大きな軽減と
なると共に、住宅取得を後押しする大きな材料になるのではないかと考えます。
また「フラット３５」の利用を促進することで、省エネ住宅の建設を後押しすること
にもなれば、本町の取り組む２０５０年の脱炭素型社会構築にも貢献し得るのではない
でしょうか。
そこでご質問させていただきますが、住宅取得支援としての「フラット３５ 地域連携
型」の導入について、当局の見解をお伺いします。
以上で通告した質問を終了いたします。ご回答よろしくお願いいたします。

議長 伊藤秋雄 はい、畠山町長。
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町長 畠山菊夫 京極議員のご質問にお答えします。
はじめに、プロモーション活動についてですが、議員が言われるような著名人を登用
してのプロモーション活動は実施しておりませんが、「ゆるキャラ」や「ご当地グルメ」
などにより地方の魅力を伝えるのも、自治体プロモーションの手段であるとすれば、今
なお根強い人気のある「ニャンパチ」や「あんごま餅」などが、プロモーション活動に
なるかと思われます。
次に、ふるさと大使についてですが、本町にゆかりがあり、様々な分野で活躍されて
いる方々に、八郎潟町の魅力を幅広くＰＲしていただくことは、町のイメージアップに
つながることからも、大変有益な事業であると思います。
ただ、その方々にふるさと大使を依頼するとなれば、本人や所属する企業や団体との
協議が当然必要となります。また、その方々の本来の活動に多少でも支障があってはな
らないことから、慎重に検討する必要がございます。
また、本町出身のアスリートや有名人については、数名いることは認識しております
が、その方々とは特に特別な関係性は現在のところ持っておりません。
次に、アスリートや著名人に関連した返礼品についてですが、大変おもしろい発想だ
と思います。
今年度から、ふるさと納税の新たな試みとして、サイト制作や新たな返礼品の開拓、
寄附者への情報提供などの運行代行を外部委託していることもありますので、実現可能
かどうかは別にしても検討するべきと思っております。
次に、住宅取得支援の取り組みですが、秋田県ではこれまでの住宅リフォーム推進事
業を「良質な既存ストック形成」と「子育て世帯への経済支援」の２つの政策に絞り込
み、令和元年度より、県と市町村の一体的な取り組みで、秋田への人の流れづくりを醸
成し、移住・定住世帯への支援もメニューに追加しております。
本町においても、住宅リフォーム支援事業として、空き家を購入した上で、リフォー
ムが前提とはなりますが、町外からの子育て世帯及び移住・定住世帯への支援を実施し
ております。
令和元年度から現在まで、町内子育て世帯の空き家購入が１件、町外からの申請実績
はまだありませんが、リフォームを地元業者が工事を請け負うことによる経済効果と、
町外からの移住・定住の両面で一定の効果があるものと考えております。
フラット３５地域連携型は、議員言われるように、住宅取得を支援する目的として、
住宅金融支援機構と相互協力の協定を結び、自治体の住宅取得に関する奨励金交付など
の施策を利用し、金利の引き下げを受けることが出来る制度となっております。
今後、本制度の導入につきましては、移住・定住や子育て支援及び空き家対策など、
全庁的な施策の検討は必要であるかとは考えております。以上でございます。

議長 伊藤秋雄 はい、教育長。

教育長 江畠廣 中学校の部活動について、京極議員のご質問にお答えします。
質問１点目について、校訓「文武両道」を掲げる本町中学校において、充実した教育
活動を進めるためには、各教科での工夫された学習活動は勿論のこと、課外に実施され
ている部活動においても、生徒に成就感・達成感を味わわせることが大切であると考え
ます。
年々本町は生徒数が減少し、今年度からは各学年普通学級が１クラスずつとなりまし
た。必然的に部員数も減少しております。
人数不足による部活動運用の課題は、議員言われるとおりでございます。私もそのよ
うに考えております。
当該部員は勿論のこと、活動を支える監督・コーチ、保護者におかれましても、生徒
の健全な育成と技術の向上を目指して、どのように活動させたらよいのか、悩みながら
の毎日を過ごしているのではないかと推察いたします。
次に、質問２点目について、数年前からこうなることは予測できていたことです。学
級数に応じて教員数も減少することから、できるものなら部活数を減らしたいというの
が本音です。今まで歴代校長とは今後の部活動の在り方についての方向性を相談してき
ておりますし、学校運営協議会にも話題提供をしております。
ただ現時点で、部員がいるのにその部活をなくすことには抵抗感もあり、自然消滅を
願って現在に至っております。
学校は今年度も部活動担当を管理職が担うなど、現状に合わせた対応をとっておりま
す。来年度はさらに１学級か２学級減になりますから、教員数も学級数に応じて減にな
ります。
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今後は地域移行を念頭において、部活数を減らしていく方策を学校と相談しながら計
画的に進めたいと思います。
また、近隣町村との部活動の地域化の方向性は出てくるものと思います。このことは
南秋田郡内教育長会でも課題の一つと捉えております。
現在のところは合同チームでの対応としておりますが、合同チームとして運用するに
しても、多くの課題が出てきております。
とりあえずは生徒が大会に出場できるように、できる範囲内で工夫しながら進めるし
かないと思っております。
本町で合同チームとなりうるのは、個人戦のない野球競技とバスケットボール競技だ
けとなっております。
昨年度１２月定例会でも答弁しておりますが、令和５年度から段階的に進められる休
日のスポーツ活動の在り方、学校がかかわらなくともよい運動部活動の構築について、
地域が請け負う方向性を見据えることと併せて研究してまいります。
質問の３点目について、現在、福祉バスを使用する場合には条件とルールがございま
すので、日常的な使用は厳しいことが予想されます。
運転手の時間外扱いや利用人数等、状況を捉えて今後検討してまいります。
また、小学生の通学用のスクールバスは用途以外には使用できない契約となっており
ます。地域移行が進むと、益々保護者負担が増えてくることが予想されます。以上です。

６番 京極幸村 まず１つ目の質問につきまして、本町出身の方々との関係性があまりないということ
なんですけども、貴重な人材を有効に活かすという意味でも、後はふるさと大使等を通
じて地元との関わり合いが通じていければ良いのかなと、個人的に思っております。
そこのところでプロモーション活動につきまして、ゆるキャラやご当地グルメ等とい
うのは、ＰＲ効果としては良いものだと思っているんですけども、昨年、地域活性化事
業を行う株式会社Ｕプロジェクトが、全国の自治体を対象とした海外向けの情報発信の
意向調査を行ったところ、約８割の自治体が取り組むみたいという考えだったそうです。
本町におきましては、県内向けのみならず海外に向けてもプロモーションを仕掛けて
いくという考えがあるのか、通告してないのでもしお答えできたらよろしくお願いいた
します。
質問の３つ目のところの住宅取得支援なんですけども、空き家取得とリフォームへの
支援やってるということでしたけども、実績が少ないということでした。
現行の事業以上に住宅取得支援や空き家の取得支援について、何か考えていることが
あればお伺いしたいと思います。
２つ目の部活動につきまして、広域化により本町だけでなく周辺地域も巻き込んで、
実際の垣根を超えた部活動体制を構築する必要が私はあると思っております。
これは広域化により各部活の人数を確保することで、練習効果や教育効果の維持・向
上が期待できるものと思います。
また、これまでの課題であった合同チームの解散による影響もなくなりますし、八郎
潟町へ行ったらバレーボールや柔道、陸上などは本町にありませんが、地域内ではある
ということで、もし、広域化した組織内にそうした部活があれば、部活を理由とした生
徒の転校であったり、学校選びに転校流出というのは防ぐことができるのではと考えて
おります。
ですが広域化を進めるにあたって大事なことは、誰がそれを主導していくのかという
ことだと思います。その自治体の垣根を超えた広域化に向けて、誰が先導して主導して
いくのか、今時点での考えがありましたらお聞かせください。
また、土日の地域移行に向けてですけども、土日の地域移行の私のイメージなんです
けども、平日は学校の先生が指導して、土日は地域の人が教えるというケースがイメー
ジされます。
その状況だと子供たちにとっては一貫性のない指導となって、困惑するのではないか
と心配するんですが、こういったことについてはいかがでしょうか。
後は、部活動に関して移動に関してこれ要望なんですけども、今、女子バスケットボ
ール部が３年生が引退すると部員がたった２名になります。
現在小学校６年生でバスケットをやっている生徒が１名しかいませんので、約１年１
０ケ月もの間３人での活動となります。
その場合、合同チーム以外での選択肢が今のところなくなるのではいかと思いますが、
その場合、家族が３世帯になりますので３世帯で練習を順番に送迎していくのでは、か
なり厳しい環境になるのではないかと思います。
移動につきまして、行政で何かこう是非サポートしていただきたいなという要望であ
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ります。以上です。よろしくお願いいたします。

議長 伊藤秋雄 はい、畠山町長。

町長 畠山菊夫 プロモーション活動、これは重要でございます。ただ、有名人やフォロワーを持つイ
ンフルエンサーの方々の選考基準、これをどうするかとなると大変難しい面がございま
す。京極議員、先ほど志田さんのお話しされましたけども、ただアプローチは出来ませ
んことをご理解ください。以上です。

議長 伊藤秋雄 はい、教育長。

教育長 江畠廣 部活動のことにつきましてお答えいたします。
１つ目の広域化にした場合の指導者確保云々ということでございます。広域化につき
ましては、いずれにしましても教育長会でいろいろこの先話を進めていかなければなら
ない訳です。
どの団体をそこで決めるかとなった時に、拠点校を何処に置くかとか、いろんな課題
が出てくる訳でございます。私が今のところ考えているのは、南秋４町村ある訳ですけ
れども、現実を考えた場合に大潟村の場合は、部活が４チームしかない訳ですね、種目
が、ですので今考えているのは湖東３町ということで考えております。
団体の部活になりますので、いずれにしましても五城目と井川と八郎潟で３つの考え
方で広域化を図っていくことが必要じゃないかというように、今のところは考えており
ます。まだ確定ではないこれから相談して参ります。
ただ現実問題のスポーツ省で出している休日の活動、これは５年度から３年間かけて
やや終結させようという狙いであります。その状況を見て平日も地域移動の方向性とい
うのが今出されているところでございます。
その間にですね、始まるまでの間に中体連の部活動への参加の仕方、どのような形に
なるかというのは、見通しもまだはっきり我々のところに明示されてございません。
ですので、例えばですよ野球が出る場合に現在のところは、学校の先生がいないとベ
ンチに入れない、そういう規定があります、野球に関しては。剣道もそうです２種目だ
け、あと他は外部コーチがベンチに入れます。
そこら辺の変わり方というのがございます、地域移動にした場合に。それから大会に
出場する場合に中体連の大会に出場する場合にこれは学校単位になるのか、クラブその
他全てを混ぜた大会になるのか、そうなった場合には地域ごとの形、あるいは合体した
形とか変化していく訳ですけども、そういうところもまだ確定されてない訳です。
ですので私方が考えたことはその方向性をいろいろ確認し合いながら、少しずつ進め
て課題解決に向かっていかなければならない、これが今、今年１年間かかっていくとこ
ろの研究の一番の難しいところです。
それから最後に、現実的に今現在、例えば女子バスが来年になると２人しかいない新
人からですね、そうすれば当然合同チームになるだろうとこれは分かる訳ですね。
移動問題が出てきますけども、先ほどお答えしたように福祉バスの場合は利用の条件
というのがある訳ですね、１０人以上とかいろいろそういう要綱がございまして、非常
にまずそこを使うのが難しいことがあるのではないかなというように思っております。
とすればどういう風な方向性があるのかなというと、いわゆる自治体が請け負うとす
ればですね、ワゴン車とか誰かに運転手をお願いしてやっていかなければいけない、と
いうような課題があると思う訳です。
それについてはまだここで即答できないので、そういうことに関しては今後、町の方
と教育委員会としてどのようにしていけるのか、あるいは中学校さんの方で実態として
保護者の方である程度やり繰りできるのか、そういうところをいろいろ相談しながら焦
らずに進めて行くしかないのかなと思っております。以上です。

議長 伊藤秋雄 はい、建設水道課長。

建設水道課長 加藤恒貴 住宅支援につきまして、ご質問にお答えいたします。
議員言われるとおり、住宅リフォーム支援ということだけで、現在１軒家購入といい
ますと、空き家購入ということでのリフォームが対象になるということで、それ以外の
事業といたしましては、フラット３５の答弁と同様になりますけども、子育て支援ある
いは移住・定住、空き家対策として、フラット３５のみならず町の全体的な施策として
考えていく必要があると考えてございます。
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現時点ではまだ計画はございません。

６番 京極幸村 すいません、１点だけ海外向けにプロモーションを仕掛けていく考えがあるのかとい
うところをご質問したいのですけども、その辺、答弁よろしくお願いいたします。

議長 伊藤秋雄 はい、総務課長。

総務課長 村井健一 プロモーション活動については、町長の最初の答弁でも話したように、考えるとす
れば県内外の有益な事業として検討することがあれば、そのように考えていくと今議員
言われますように、それと合わせまして海外向けについても必要であるとするならば、
検討する段階でそれも含めて検討して行けるのかなと思っております。以上です。

６番 京極幸村 はい分かりました。今コロナも落ち着きつつあると共に、円安の長期化の影響も受け
て、外国人観光客が日本に今後戻って来るのではないかと予測される動きもあります。
そんな中で本町におきましても、そういった方々を取り込める策があればいいかなと
思って、まず今回ご質問させていただきました。
私の質問は以上で終わらせていただきます。有難うございます。

議長 伊藤秋雄 これにて、６番 京極幸村君の一般質問を終わります。
次に、２番 小柳聡君の一般質問を行います。２番 小柳聡君。

２番 小柳 聡 ２番の小柳です。通告に基づき２つのテーマで一般質問をさせていただきます。
新庁舎になって初めての一般質問、一問一答のトップバッターということで、よろし
くお願いいたします。
最初のテーマはリスタート元年、今後の町づくりは、という点でお伺いいたします。
今年度はこの新庁舎に生まれ変わった歴史的な年度であり、時をほぼ同じくしてホー
ムページもリニューアルされ、当町にとって新たなスタートに感じられる事が多い年度
になろうかと感じております。
新庁舎にいたっては行政機能の拠点としての機能は基より、いかにして町民に愛され
る施設にしていくのかという視点でも、議論をしていければと思っております。
庁舎が新しくなったことで、職員の皆さんが働きやすい環境に変わる事が一番ではあ
りますけども、半世紀に一度あるかないかの出来事でもあり、ハードの整備はほぼ完成
した今、これからはソフト、その中でも「ハート」の部分を大切に、行政サービスの更
なる向上に向けて職員の皆さんには、より一層の意識改革をお願いしたいと思います。
最初に庁舎をどのように活用して、町民の皆様に親しみを持ってもらうか、という視
点でお伺いいたします。庁舎自体はコンパクトではあるが、開放感がありデザイン性に
も富んだ建物であると私自身は感じておりますが、改善センターや駅前交流館はちパル
が隣接している中で、庁舎をいかにして町民の皆様に身近に感じていただけるか、近隣
施設との機能の住み分け、また庁舎を活かす構想やコンセプト等があればお伺いしたい
と思います。

議長 伊藤秋雄 畠山町長。

町長 畠山菊夫 小柳議員のご質問にお答えいたします。
農村環境改善センターは、地域住民の生活改善を図るとともに健康増進、生活文化の
向上及び地域連帯感の醸成に寄与することを目的とした施設であります。
ご存知の通り、多目的ホールを中心に、様々な活動や諸行事に利用されております。
また、えきまえ交流館はちパルは、公共交通機関が集中している八郎潟駅前を情報と
交流の拠点と位置づけ、全ての世代がいつでも交流ができる図書館を中心とした集いの
場として、賑わいと元気あふれるまちづくりを推進する目的で、県と市町村による「未
来づくり協働プログラム」により建設され、屋外スペースも含め、各種イベント開催の
ほかに、中学生や高校生の学習の場などにも利用されております。
なお、役場新庁舎につきましては、第一に町民に対する様々な支援やサービスを提供
する中核的な公共施設としての役割があります。
また、行政活動の拠点として、さらに災害時の防災拠点として町民の安全を守る役割
や環境への取り組みを先導していく施設としての役割も重要であり、先に述べた施設と
は基本的に類似しない施設と捉えております。
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２番 小柳 聡 はい、ご答弁有難うございました。改善センターと勿論はちパルとか役場庁舎と住み
分けはこういったところにあるといったところでございます。
今後は、はちパルや例えば改善センター、役場庁舎、共通するなら会議室があります
けども、今後は解体事業もあって、会議等においては駐車場のスペースの関係上、現状
は庁舎を活用しづらいという点も理解しつつ、ちょっとご提案をしていきますけども、
私から見てこのロビーが結構開放的であって、外からも見えやすいと思っております。
通常業務に支障を来さないように活用できるものがないかなと考えておりますが、例
えば仮に学校の授業で庁舎見学をすることがあっても、子供が３０人程度であれば、ギ
リギリ集合場所にもできるようにも感じました。
何かしら教育分野でも児童生徒に庁舎に触れる機会を、積極的に与えていただきたい
と思います。
また例えばですけども、町外のお菓子屋さんが出張販売を企画したら、足を運びたく
なる町民も増えるものではないかなと考えます。
キッチンカーを市役所に定期的に呼んだりする事例も増えてきておりますので、この
ような活動を検討をしていただきたいと思いますけども、今の意見に対してロビーの活
用といった点でご答弁をいただけたらお願いいたします。

議長 伊藤秋雄 はい、教育長。

教育長 江畠廣 庁舎の活用につきましては、今までも小学生学年２つ程、庁舎の方へ１クラスずつ開
庁前に来て観覧して行っております。後、その他いろいろ子供たちの総合的な学習の活
動の中でですね、職場訪問とかそういう活動というのはかなりございます。
そういう面で毎年のように庁舎の方を伺って、仕事の内容、その他について学習して
る機会それを与えられておりますので、特別私の方から活用しなさいと言わなくても、
学校側で申し込みがあればですね、それに対して対応して行ける状況にはなっておりま
す。その旨は学校の方にお話ししておきます。

議長 伊藤秋雄 総務課長。

総務課長 村井健一 新庁舎のロビーの活用についてでございますが、教育面に関しては今教育長が言っ
た通りだと思います。後は議員言ったように例えば移動販売ですとか、キッチンカー、
キッチンカーとなれば庁舎の外になる訳ですが、私個人の考えになるんですが、そうい
う物については庁舎よりも、もしかして駅前のはちパルの方が効果があるのではないか
なということも考えられます。
ただロビーの活用に関しては、限られたスペースでございますのでそれがこの後、町
業務に関して活用できる例えば交付する物ですとか、いろんな物に活用できるものであ
れば、ロビーも含めた活用をこの後検討したいと思っております。以上です。

２番 小柳 聡 ご答弁有難うございました。確かにちょっと役場庁舎も職員の数とかも含めて、はち
パルと比較した時に、どの程度販売する側に立っても期待出来るかというのは、まだ未
知数のところもありますので、例えば人が集まる時に期待出来るかと、そういったこと
も検討していただきたいなと思っております。
解体後の駐車場の活用方法についてお伺いしたいのですけれども、どういった活用方
法があるのか、当局の方で考えていることがあればお伺いしたいと思います。

議長 伊藤秋雄 町長。

町長 畠山菊夫 旧庁舎は今年度末に解体工事を終える予定となっておりますが、解体後は、駐車台数
約６５台となる駐車場整備等の外構工事に着手します。
完成後は、来庁者の駐車場として使用するほか、コロナ禍でここ数年実施されていな
い「願人踊り」の役場庁舎前の公演などといったイベントなどにも利用されるものと考
えております。
なお、地域防災計画では、有事の際の救援物資の集積場所と応援部隊の集結場所とし
て指定されております。以上でございます。

２番 小柳 聡 ご答弁有難うございました。私も今ご答弁いただきましたけれども、願人踊りの公演
なども、町内外のお客様に触れていただけるチャンスと考えますので是非、それ以外に
も年数回程度でかまわないので、中規模イベントを計画していただけたらなと考えてお
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ります。これは答弁必要ございません。
それで今年度はホームページも新調いたしました。これからはちょっと実務的な話に
なって恐縮なんですけども、開いた際に最初に現れるページ、いわゆるファーストビュ
ーはホームページの写真のインパクトもあってスッキリとした印象もあります。
ページが進んでも写真や文字・デザイン等のバランスも全体的に見やすいものと感じ
ております。
ただ、一方でこれは個人的な好みもあるのかもしれませんが、若干の違和感もあり、
より良いホームページ作りに寄与できるような議論が出来ればと考えております。
まずファーストビューでございますけども、パッと見た時は写真のインパクトがあり
目は惹かれるのですが、逆に言えば情報量が少ない事が気になりました。
ワンクリックで今までのトップページには辿り着くんですけども、４つのサイドメニ
ューがある中で、それが均一的であって「くらしと町政」というリンクボタンが一番上
にあるという理由と、「それっぽい」という理由で消去法で辿り着くケースが多いので
はないかと考えます。
同時期にホームページをリニューアルした五城目町は、最初のページは似たような作
りではありますけども、スクロールすることでトップ画面に辿り着きます。
単純なことではありますが、最初にひと手間が考えさせてしまう時間があるかないか
で私は印象が違うように感じるんですけども、その点について当局の見解を伺います。

議長 伊藤秋雄 はい、畠山町長。

町長 畠山菊夫 昨年度リニューアルした町ホームページは、アクセスのしやすさや情報のわかりやす
さの向上、リアルタイムでの情報提供など、より町民の生活に寄り添ったリニューアル
を目指して実施し、今年４月１日から運用を開始しております。
以前のホームページに比べ、高齢者や障がい者にも優しい高いレベルのアクセシビリ
ティを確保し、デザイン性も高いホームページとなっておりますが、運用開始から２ｶ
月が経ち、議員言われるような改善点も少しずつ見えてきておりますので、対応して参
りたいと思います。

２番 小柳 聡 是非、早急に検討していただきたいと思います。
続けますが、また新着情報一つをとっても、これ部門分けされていることが個人的に
気になりました。
全ての新着情報が一ヶ所に設けられているのであれば、その部門分けというのはあっ
てもよいとは思うのですが、それがない中であれば情報をキャッチしに行く人にしか見
つけられない可能性が出てくるということを認識していただきたいと思うんですけども
そこについての見解を伺いたいと思います。

町長 畠山菊夫 新着情報の一覧は、分野を関係なくした全体の新着情報と分野別の更新履歴となる新
着更新情報がありますので、議員は分野別の更新情報を見て言っているものと思われま
す。

２番 小柳 聡 ちょっと今確認出来ないので続けていきます。ホームページを見に来る人というのは
情報を捜しに来ているのがメインでございますので、そういった方々にとっては新着情
報というのは一ヶ所にまとまっている方が親切であると考えております。
また、過去にも再三取り上げてきているんですが、ＳＮＳでの発信が極端に少なく感
じております。
新庁舎の竣工式や内覧会、また橋本五郎さんも来てくださった記念公演、願人踊りの
報告、旧庁舎の備品譲渡会等、その中には歴史的な話題もたくさんあっただけに、そう
いった情報を発信していく姿勢がなかったことが少し残念に映りました。
また、出来ればではありますけども、地域団体や民間企業の話題も積極的に取り上げ
て欲しいと考えております。先駆的でおもしろい取り組みをしている農家等もいいと思
います。
民間企業がどうかというのは、多少の関連付けというものが必要になりますけども、
井川町ではインスタグラムのそういったストーリー機能も使った発信がとても上手いと
感じております。
行政がそういった情報を発信・サポートすることによって、また新たな需要が生まれ
る可能性が膨らみますし、行政が間接的にでもサポートしてくれた事に対して、おそら
く民間や団体は感謝の気持ちと共に、シビックプライドも醸成されてくるものではない
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かなとも考えております。
そこでお伺いしますが、情報発信の意識改革もお願いしたい、また一人の担当者だけ
でなく横断的にと過去の答弁でもありましたが、現実として今の現状の体制はどうなっ
いるのかお伺いいたします。

町長 畠山菊夫 町ホームページについては、各課担当者がコンテンツの作成・更新をしており、町フ
ェイスブックについても基本的に同様でありますが、操作方法については習熟度に差が
ありますので、この辺を改善して参りたいと思います。

２番 小柳 聡 習熟度の差があるというところも勿論なんですけども、まず第一にやっぱり発信をし
ていく姿勢をまず求めたいと思います。
また体制として難しければチェック体制の緩和もある程度視野に入れて、また各課か
ら一人情報発信するチームがあるということでしたので、当番制などで更新するなどで
していただいて、一人に押し付けないスタイルを確立して欲しいと思います。
先日、町の６０代の女性で、小柳さんの投稿を見るのが今町の情報が分かるよと数ヶ
月前に言われました。
私自身も文章を考えるのが得意ではなくてですね、フェイスブックやインスタグラム
の投稿そのものは、私自身もちょっと減ってはいるんですけども、個人的にインスタグ
ラム等のストーリー機能が手軽であって、タイムリーに直近の告知や報告もしやすいと
いうことでそれを活用しております。
それをまた後で分類分けで編集も出来たりするので、八郎潟町でも公式のインスタグ
ラムの活用もご検討いただきたいと思います。
ＳＮＳはいろいろ使い分けをしていただきたいという点も含めてご答弁お願いしたい
と思います。

議長 伊藤秋雄 はい、総務課長。

総務課長 村井健一 議員言われましたように、ＳＮＳにつきましては各種ございます。
町ではまずフェイスブックを主としてツイッターもあることにはなっておりますけど
も、実際にはあまり活用されておりません。
ただ当時それらを使うに当たっては、当然のことながらいろいろ運用面に関しては、
町職員の中で決めごとを作らなくてはなりません。
この後インスタグラムにしても時代が当時と変わってきてますので、その辺は検討し
ていくべきかなとは思っております。

２番 小柳 聡 これは是非とも、私も過去にはフェイスブックとか言ってましたけども、時代に応じ
て変わっていくものもございますので、その辺はちょっと検討していただきたいと思い
ます。
五城目町ではインスタでもよくある#（ハッシュタグ）機能を使った住民参加型の写真
応募スタイルというものを採用してですね、素晴らしい写真の風景等をホームページ等
に掲載しております。
こういった工夫もある意味では住民参加型であり、協働のまちづくりに繋がっていく
ものと考えますけども、先程ホームページは情報を拾いに来るのが中心でございますけ
ども、ＳＮＳの特徴としては、情報を届けるという意識も必要になってくるのでそうい
ったものも連携しながら、考えていただきたいと思います。
次に、ふるさと納税に入ります。今年度は先程、京極議員もありましたけども、ふる
さと納税に於いても、ポータルサイトの追加、返礼品選定の外部委託等も進んでいるよ
うでございます。
ホームページ上ではその働きを確認できなかったんですが、昨日、実はちょっと楽天
のページを見たらホームページ上に載っておりました。これちなみにいつからだったか
か答弁出来ますか。

総務課長 村井健一 詳細な期日は別としましても、４月に外部委託契約してますので、その後さっそく
載ってるはずでした。

２番 小柳 聡 それではちなみに外部委託の進捗は、ポータルサイトではなくて返礼品の外部委託仲
介業者の選考というか、進捗はどのように進んでおりますか。
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議長 伊藤秋雄 はい、畠山町長。

町長 畠山菊夫 ポータルサイトにつきましては、５月９日から新たに先程お話しされました「楽天ふ
るさと納税」を追加し、現在は「ふるさとチョイス」と２つのポータルサイトで運営し
ております。
また、サイト制作や新たな返礼品の開拓、寄附者への情報提供などの運行代行をウィ
ルドリブン株式会社と４月８日に契約し、４月２５日に本町の返礼品を提供する事業者
と顔合わせをしております。
今後は、各事業者とＰＲ方法や返礼品の改善事項について協議しながら、新たな返礼
品の開拓についても検討していくこととしております。

２番 小柳 聡 ポータルサイトが２つに増えていたことにより、返礼品の拡充が急務になったように
感じましたので、是非ポータルサイトの方は返礼品の拡充の方も早急にお願いしたいと
思います。
最後にちょっと起業支援を促すうような仕掛けを増やしてほしいと言ったところで提
案をいたします。
ここ２年間で大型店舗の出店が続きました。その事実から実感できたことは八郎潟町
もマーケットとしての価値があると、大手に感じてもらえたという点であります。
この流れを活かしてほしいと思うのですが、起業家が新規出店を考えた際に、好立地
で魅力的な条件を探すのが一般的であると考えます。
これは国や県の支援は共通と考えております。八郎潟町の補助金や支援金は魅力的な
ものがないかと考えた時に、まず思い浮かんだのが店舗出店・改修等補助金でございま
す。
今までの実績を見ても改修の方が使われていることは明白であり、新規で出店をして
くれる事実と、既存の店舗の改修に使われる事実を比較すると、町にとって成長する可
能性や効果が大きいのは、もしかしたら前者の方、新規出店ではないかと考えます。
一方で今まで頑張ってきた店舗が改修する費用に対する補助金を否定するつもりもご
ざいません。
ただこういった補助金は使途によって期待できる効果も異なってくると認識しており
ますし、強弱があってもいいのではと考えます。
これから数年間で商店会等も様変わりする可能性が高いと考えております。今から商
店街や八郎潟町への新規参入をしやすい環境を整備しておく必要があると考えますが、
店舗出店・改修補助金等の要綱の変更を検討をしてはどうか、また今後の支援策の在り
方について、ご意見をお伺いします。

町長 畠山菊夫 八郎潟町店舗出店改修補助金交付事業は、町内にある商店街の活性化を資することを
目的としています。町内に商店を営もうとする者や営んでいる者が行う新規出店や店舗
改修に対しその費用の一部を補助するものでございます。
この事業は平成３０年度から施行され令和３年度まで７件で、６６２万９千円が交付
されております。
また、八郎潟町商店後継・起業者支援金交付事業は町の商店の後継者、または、起業
者に対して支援金を交付するものでございます。
この事業は平成２８年度から施行され、現在まで起業が１１件、後継が３件で総額７
９２万円が支給されております。
本町の商店後継・起業者支援交付金については、月額２万円を３年間交付するもので、
他市町村に比べれば金額も若干低くなっており、一時金での支給でないため交付金を交
付される方がどのように思っているのか、金額の改定も含めて検討して参ります。
なお、八郎潟町店舗出店改修等補助金について、出店条件の緩和については考えて参
りますが、上限額については現状で対応して参りたいと思います。

２番 小柳 聡 要綱の改定については考えていただけるということで、上限額に関しては私ちょっと
例えばですけど、新規出店であれば１５０万、店舗改修であれば１００万、そういった
イメージでちょっと強弱を付けていただけたら、何とか分かりやすいと思ったんですけ
ども、その点ちょっとご意見いただけますか。

町長 畠山菊夫 答えた通りでございます。先程、答えた通りであります。

２番 小柳 聡 はい、まず分かりました。それでは次の質問に。
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議長 伊藤秋雄 ２番目の質問ですね。小柳聡君の№１の質問を終わります。午後からまた再開します
のでよろしくお願いします。
ここで昼食のため、午後１時３０分まで休憩いたします。

（ 休 憩 ）
（ 再 開 ）

議長 伊藤秋雄 それでは午前中に引き続き再開いたします。２番 小柳聡君。

２番 小柳 聡 ２番の小柳です。午前に引き続き一般質問を続けます。
表題の２つ目、現実的になったウィズコロナ時代を迎え当町の方針は、というテーマ
でお話しをさせていただきたいと思います。
新型コロナウイルスという言葉と約２年４カ月の期間を過ごして参りました。姿の見
えない脅威に我々人類は「これでもか」という程苦しめられました。
未だに「収束の兆しが見えてきた」という言葉は軽々に使うことは出来ませんけども、
３年ぶりに開催といったイベントの解禁情報等も、今年度になって目にすることが増え
てきており、社会経済活動の復活が現実味を帯びてきました。
当町においても感染力の強いオミクロン株の脅威が迫っていた中でも、３年ぶりに願
人踊りを祭典の日に披露することができました。
毎年たくさんの来町をいただく観光客向けの駅前公演等は自粛する形となりました
が、本来の姿である「門付け」で町内を周りました。
そこで感じたのは、この日を待ちわびていた住民の方がたくさんいたということです。
ニュースや新聞でも大きくそういった様子も取り上げられており、関係者の一人とし
てもそういった現実に目元が緩みました。
私自身も兼ねてから議会の場で、「ウィズコロナ」としての向き合い方を議論してき
ましたが、ここにきて本格的にその方向へ向かって動き出しているものと感じている次
第です。
そこでお伺いします。町でこれから主催するイベントや事業において、今年度実施す
るものについては、どのように対応していくのか、というところをお伺いいたします。

議長 伊藤秋雄 畠山町長。

町長 畠山菊夫 県内の新型コロナウイルス感染症の新規陽性者の発生状況は、減少傾向にあるものの
保育所や学校のクラスターも時折発生しており、その家族への家庭内感染も見受けられ
ております。
オミクロン株の特性を踏まえて、濃厚接触者の特定や行動制限等については、全国的

に見直しされておりますが、依然として、新規陽性者を減少させ、高齢者を中心に重症
化を防ぐことが重要であります。
一方、感染拡大を抑制しながら、感染症流行前の社会経済活動を取り戻すことも重要

であることから、町主催のイベントや事業については、感染拡大防止策を講じながら、
開催する方向で考えております。

２番 小柳 聡 前向きに開催する方向で考えているというお言葉をいただきました。基本的には特に
重要度が高いイベントに関しては、開催する方向で考えていただきたいと思います。
今、直近を見てもですね、県内の大型イベントも今までの沈黙が嘘のように、３年ぶ

りに開催という文字が新聞等でも目にすることが増えてきました。
フェイズも変わってきているものと認識しており、経済を回すことに軸足を置いてほ

しいといったものでございます。
昨年の一夜市も延期に延期を重ねて、執念で開催まで持って行きましたけども、各団

体イベント行事を開催する各団体が、イベントや行事を開催する方向で検討している場
合にも、町で後押しを出来るような体制であって欲しいと考えます。
最近では東北絆祭り、本当の大型イベントありましたけども、１０回目となりました

けども、今リバウンドであまり増えた実感もございませんので、そういったところも考
慮していただきたいと付け加えておきます。
子ども達に目を向けると、ＧＷの前後には学年閉鎖や休校措置も執られました。休校

判断にいたってはマニュアルがあるものと認識しておりますが、昨日の行政報告でもあ
りましたけども、保健所からの指導等も総合的に勘案してその判断になるのか、という
ところをお伺いしたいと思います。
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議長 伊藤秋雄 江畠教育長。

教育長 江畠廣 小柳議員のご質問にお答えします。
感染症による休校の判断につきましては、児童生徒の実態に応じて、学校と学校医、

地教委との共通理解のもとに決定します。
新型コロナウイルス感染症につきましては、特別に保健所の指示・助言もいただきな

がら判断いたします。

２番 小柳 聡 今、特別に保健所からの指導もいただいてる、というところを確認出来ました。
ちょっと本人感染というところと、濃厚接触というところで出席停止になることがあ

ると思うんですけども、これは感染者のみの数で判断していると理解してよろしいでし
ょうか。

教育長 江畠廣 お答えいたします。感染者の数で判断する訳ではございません。
感染者がそのクラスで出た場合に、その子どもさんの状況、かつ行動その他諸々とい

ろんなことを判断いたしまして、感染が拡大するだろうなという予想が基になりまし
て、判断していくということになります。

２番 小柳 聡 理解出来ました。それでは同時期に兄弟が多い中学校で、小学生はあったんですけど
も中学校は学級閉鎖や休校がありませんでした。これは参考までにワクチン接種率も勘
案されるものと理解してよろしいでしょうか。

教育長 江畠廣 質問にお答えします。中学生につきましては、相当数ワクチン接種を受けていること
と、先程も申し上げましたが検査の結果、陽性となった生徒が感染したと思われる日時
を割り出して、校内活動中に十分に感染防止対策をとっていたかなど、その日の行動状
況を確認して判断いたします。
中学生にも確かに感染者がおりましたが、学年閉鎖をするまでの状況には至らなかっ

たということでございます。

２番 小柳 聡 ワクチン接種率の件は、もう少し後にまた触れたいと思いますけども、昨年度末にタ
ブレットの試験的な持ち帰りをしておりましたが、休校措置を取らざるを得ない状況が
今後も見込まれると判断して、多分そういった試験的に試したと思うんですけども、こ
れは遠隔授業も視野に入れての試験であったのか、といった取り組み状況をお伺いした
いと思います。

教育長 江畠廣 質問にお答えします。各家庭への一時的持ち帰りによる通信試験は実施しましたが、
オンライン学習に関する学校の体制がまだ十分ではないことから、臨時休校期間におけ
る端末の持ち帰りによるオンライン授業の開始には至っておりません。
また、高速通信環境がない家庭への対応については、モバイルルーターを貸し出し、

各家庭でＳＩＭカードを取得していただく予定としておりますが、それを拒む家庭が
あった場合の対応等について調整中でございます。
学校にも出来るだけ早く実施出来るように、努力いただいてるところです。

２番 小柳 聡 これ例えばですね、複数人の出席停止が数日間見込まれる場合などに、対象者にタブ
レットを届け、ハイブリット形式で授業を届ける仕組みをしてはどうかなと考えており
ます。
これはあくまでも学校の授業をしている延長線上にリモート授業の撮影をしている

というイメージですけども、答弁ありましたけどもまだ調整中だと思いますけども、最
初から風呂敷を広げずに、授業をしているだけの環境でハイブリットで送り届けられる
ことが、やっぱり濃厚接触者がいて濃厚接触者が学校に行けないという状況からやっぱ
り生まれておりました。
やっぱりそういった生徒が授業が遅れたりするので、そういったトライをしていただ

きたいと思うんですけども、そこに対してのご意見をお伺いしたいと思います。

教育長 江畠廣 オンライン授業関係につきましては、学校の体制もございます。
一つの学級が閉鎖になった時に、それを活用する方法というのはございますけども、

先程申し上げましたようにまだそこまでのところには至っておりません。
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ですので今はやらなかったということです。後は下の方に関連した質問ありますの
で、また後で見ながらお答えいたします。

２番 小柳 聡 続けて行きたいと思います。１２歳以上のワクチン接種、５歳から１１歳のワクチン
接種も進んでいるものと認識しておりますけども、小学校児童の申し込みは総数に対し
てどの程度か、また中学校生徒の２回目接種済みの割合、それに加えて３回目接種の申
し込みはどの程度かというところをお伺いしたいと思います。

教育長 江畠廣 質問にお答えします。小学生児童５歳から１１歳までの接種につきましては、５月末
現在での２回目接種率は３０％弱となっております。
７月末までの見込みでは、７０％位になるかという状況です。中学生の２回目接種者

の割合は、全校生徒数の約８９％です。うち２回目接種から６ケ月を過ぎた生徒の３回
目接種の申し込み者数は、接種済みを含めて全校生徒数の６５％程度となっておりま
す。
接種人数につきましては、任意接種ということと、接種したくとも個々の体調不良や

アレルギー体質、副作用が強いなどの理由で、接種を見合わせる生徒が在籍しているこ
とから、実人数の答弁はご容赦をお願いします。

２番 小柳 聡 ただ今の数字をお伺いいたしました。これじゃあちょっと後段にも触れてくるんです
けども、まず想像したよりは多かったなという印象を持ちました。私、昨日の行政報告
で１８歳以上の３回目接種の見込みが９３％と高かったことと、中学生がもう約９０％
位までいっているんだなというのがある意味では驚きでした。
接種に関して私自身の立場で、以前は私も推進派でございましたけども、小児世代に

関しては慎重になっているといったところが私の正直なところであります。
それは若い世代にはやはり副反応が出て体調を崩す人が想像以上にあり、いろいろな

要素を天秤にかけると、保護者の視点としては迷うこともあって当然だと考えます。
一方で接種率がある程度、中学生だと９０％以上位というところも確認したので、そ

ういったところも、結局は休校判断に関わってくるという認識でよろしいでしょうか。

教育長 江畠廣 はい、その通りでございます。

２番 小柳 聡 有難うございます。私自身も家族が濃厚接触者になった経験がございます。濃厚接触
者になることで、隔離期間というものが設けられます。
私自身もその場合には形式上として、濃厚接触者の濃厚接触者という立場にはなるの

ですが、実際にはその時点で私は自由に行動が出来ます。
ただ一方で会合等に出ることには慎重にならざるを得ません。どうしても参加をしな

ければいけない場合には、自分自身の安心感、また周りの方への配慮をするためにも抗
原検査キットを活用して、陰性を確認して参加をいたしました。
もちろん濃厚接触者の家族の確認を最初にいたしますが、そういった状況になると人

間の心理としてはやはりいろんな意味で慎重になります。
実際に学校が休校になるような状況下には、特に濃厚接触者と認定されたお子さんを

お持ちの方は、一刻も早く検査を受け陰性を確認したいと考えるのが一般的な感覚であ
ろうかと思います。
抗原検査キットもやはりそのような状況になると、需要が一気に増えるそうです。
私が情報を拾った中には、ここ数カ月で抗原検査キットを必要とする世代は、子育て

世帯が一番であったという結果でありました。
秋田県のＰＣＲ等検査無料化事業は、６月末までとなっておりますけども、県や中核

都市で行っている無料検査は濃厚接触者がいる段階の環境では、基本的に受けられない
という事実もございます。
また、家庭で陽性者が出る、または濃厚接触者になった状況で薬局に検査キットを買

いに行くという行為はあまり好ましいものではないと感じます。確認しましたら店外で
の受け渡しになるといったところでした。
前述したように検査キットの一番のニーズは、ここ最近の流れを鑑みると私は子育て

世帯にあると考えます。また必要とする世帯は複数回分を希望することが多いことも感
じました。
抗原検査キットも一つが２，０００円前後することから、家族で複数の購入となると

家計の負担も当然大きくなります。
ここで提案したいのですが、学校で例えば学級で複数人の陽性者が出た場合等に、濃
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厚接触者になる児童に対して、予め抗原検査キットを町で確保していただき、それを対
象者に配布していただきたいということです。
これはもちろん感染拡大を抑制するために、早期発見に繋げることも期待しての提言

となります。
私はこのウィズコロナ時代においては、単に教育活動や社会経済活動を自粛するので

はなく、経済活動を進めた中で感染が疑わしい状況になった時に、いかに最小限に食い
止めていくのかが、ウィズコロナとしての向き合い方として大切な視点であると認識し
ております。
抗原検査キットを学校やこども園で配布することを、早急に検討いただきたいと考え

ますが、ご意見をお伺いします。

教育長 江畠廣 質問にお答えします。秋田県の６月補正予算におきまして、小・中学校配布用抗原
検査キットの経費が計上されております。
予定では本町小・中学校にそれぞれ１０個入り５セット計５０個ずつ配布される予定

となっております。時期は６月末になるようです。
昨年度も配布されましたが、文科省から出ている「抗原検査キットの手引き」に基づ

いて使用されます。
発熱などの風邪の症状がある場合には、登校せずに自宅で休養することや、医療機関

を受診することを原則としております。
登校後に体調不良を訴え、すぐに帰宅することが困難な場合や医療機関を受診できな

い場合などに限り、４年生以上の児童生徒に対して、保護者の同意を得て、研修を受講
した教職員が立ち会いのもと、校長の判断で実施されます。
手引きによりますと、鼻腔検体の採取及び検体採取後の操作を児童生徒自らが行うよ

うに指示されておりますので、小学生にとっては検体採取は大変難しい操作だと思いま
す。
ちなみに本町小・中学校では今まで活用した実績はございません。併せましてまた、

たいようこども園では政府の方針により、陽性者が確認された場合、保健所と連携しな
がら対応することとなっております。
濃厚接触者などの特定をして、自宅待機などの行動制限を講じております。その期間

濃厚接触者に発熱、咳などの症状があったときは、保健所に連絡し、その指示に従って
対処することになっております。
議員ご質問の抗原検査キットの町からの配布についてですが、その判定による効果も

ありますけれども、この検査での検体採取方法や検体採取日など、適切に実施されず、
誤った判定になったり、陰性判定後に陽性判定となったりするケースもございます。
また、個別の判定結果の情報が児童・生徒・保護者間で広がることも懸念されます。
このことから現段階での配布は考えておりません。なお、家族で濃厚接触者となった

方がいたとしても、それ以外の方は濃厚接触者ではないので、県の無料ＰＣＲ等の検査
を受けることは可能です。以上です。

２番 小柳 聡 実際問題、今実績としてはなかったというお話しをいただいたんですけども、おそら
く中々そこが周知されてなくて、たぶん自分の子ども達に抗原検査キットを買うという
ことはあったと思うんですよ実際問題は、そういう中で私としては子育て世代がやっぱ
りそういう負担が増えることが多いのかなといったところで、例えば地方創生臨時交付
金の支援策等にも、全世代型の支援策というのがまず第一にあって、ただ一方で病んで
いるところに目を向けて、処方箋を講じて欲しいという意味合いで、今回取り上げた次
第でございます。
出来ればこの抗原検査キットの助成というものは、たぶん考えてはいないと思うんで

すけども、今のに対する意見等あれば。

教育長 江畠廣 ＰＣＲ検査と抗原検査というのは若干の違いがありますよね、先程申し上げましたよ
うに、現在、学校に配布されてくるのはいわゆる鼻に塗ってやるのなんですね、同じ抗
原検査でも、唾液でやるものもあるんですね。お店で売ってるもので家でも買ったりし
ましたけども、ただ抗原検査の場合には、感染して発熱が出てから、いわゆる感染した
後、２、３日置いてからでないと、結果は普通すぐに出ないんですよ、ですので普通子
どもさんの場合は熱が上がってから学校に来ないで、お医者さんに行くように指導して
おります。
ですので熱が上がってからお医者さんの方に行って、必要であれば検査をしていただ

くという状況が今の流れなんですよ。
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ですから何でもない普通の状態で、ただ自分がコロナに罹っているかどうかというの
は、判断するためには抗原検査をやっても、言葉悪いかもしれませんが、あまり意味が
ないことで、やっぱりＰＣＲ検査を無料でやっていただいて、どうしても心配な方はそ
れを受けて、いわゆる感染の菌があるかないかというところを判断していただくという
のがベストなんじゃないかなと、そういう意味でですね、特別町民の方に配布するとい
うことは考えてはいないということになります。以上です。

２番 小柳 聡 理解出来ました。ＰＣＲ等も確立の問題もありますので、理解しました。
続けて行きます。コロナ禍の中でオンライン会議なども普及してきましたが、移動時

間や費用の面から一般的にはその利便性も評価されて、しかるべきものだと考えます。
全県各地や全国的な団体であれば、それが最適となる事例も今後増えてくるものと認

識しております。
一方で我が町のような小さい町では、すぐに集まれる環境であるのに、ヴァーチャル

で会議をするメリットを探すとなると、これは非接触という理由以外は探すのが難関で
あります。
今後の施設利用に関して、ある程度寛容に利用を促し社会経済を後退させないように

していただきたいと考えますけども、今後の施設利用に対する考え方を伺います。
これは過去と比較してどのようにしていくのかという視点でお願いしたいと思いま

す。

議長 伊藤秋雄 はい、江畠教育長。

教育長 江畠廣 議員もご承知のとおり、町の公共施設の一部には町新型コロナウイルス感染症対策本
部で、決定された人数の利用制限が付されております。
個人や団体には、その人数制限に合わせて利用していただいておりますが、今のとこ

ろ大きなトラブルもなく、また制限解除の要望もございません。
町としては今後も基本的な感染症防止対策を講じていく必要があると考えておりま

すので、今の段階ではですね、制限の解除については考えておりません。
しかしながら、先日、国ではオミクロン株の特徴を踏まえ、マスクの着用を緩和する

など、新しい生活様式を発表しました。
また、県も独自の感染基準を定め、現在はレベル２としております。少しずつですが

緩和されてきていることから、町対策本部において、アルコール飲食のないイベントや
会議等については利用のしかたや人数制限の見直しを図っていきたいと考えておりま
す。

２番 小柳 聡 アルコール飲食のない飲食は認めていくといったところを、お話いただいたんです
が、私は社会経済活動を後退させないようにしていただきたいといった視点でお伺いし
ておりますので、ちょっとそこに関してもう一度、社会経済活動を促したいということ
での質問でしたので、それでもそういった判断になりますかね。

教育長 江畠廣 さっき言ったとおり、今後人数の制限につきましては、見直しを図っていきたい、た
だ飲食を伴った人数については、若干今のところは変えるつもりはなくてですね、今の
状態でいきたい、これやはり飲食することによって話も弾むし、声も大きくなるでしょ
うから、感染拡大の可能性が出てくるとリスクが上がるということがありますので、も
うしばらくその点については、対策本部でも見直しの点まではいかないのではないかな
と現時点では考えております。

２番 小柳 聡 これはまたこの後、追々とちょっと訴えていきたいと思います。
コロナ禍でいろいろなものが失われてきました。経済的な損失はもちろん、その多く

の中にはコミュニティという大事な要素も含まれていたものと認識しております。
今後もこの二年間の流れを継続して、地域コミュニティが失われる空気感を慢性化さ

せてしまうか、それともウィズコロナとして出来る限りコロナ前にあったコミュニティ
を取り戻していくか、もっと言えば協働の町という言葉がひとり歩きしてしまうのか、
現実のものになっていくのか、今後どのようなまちづくりに向き合うかで、方向性やゴ
ール地点も変わってしまうものと考えます。
我々のような田舎暮らしの良さを失わずに、地方からこそウィズコロナはスタートダ

ッシュが出来るものと確信しております。
是非とも前向きにご検討いただきたいというお願いをしまして、私の一般質問とさせ
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ていただきます。有難うございました。

議長 伊藤秋雄 これにて、２番 小柳聡君の一般質問を終わります。
次に、５番 石井清人君の一般質問を行います。５番 石井清人君。

５番 石井清人 ５番 石井清人です。２つの一般質問をしたいと思います。よろしくお願いいたしま
す。１つ目は休耕地の管理についてであります。
農地法第２条には、「農地について所有権または賃借権その他の使用及び収益を目的

とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するように
しなければならない」と農地の権利を有する者の責務規定があります。
３２区西側に農振農用地内と思われるのですが、農地の一角に盛り土をして草木がぼ

うぼうの上に、廃車が２台放置されています。
その他、工事用資材も放置されています。付近住民からは野生動物の住み処になって

いるのではないか、環境上よくないと苦情が寄せられています。
なぜこのようなことになるのか不可解なことですが、経緯と対策についてお聞きした

いと思います。
私の素人考えですが、確かこの付近は県営ほ場整備事業の事業区域であったと思いま

す。そうすれば当然農振農用地であり、地目は農地であります。農業以外には使用出来
ません。
仮に農振白地であれば転用申請して盛り土も可能であるのだが、そのように許可を取

ったものなのか、仮に許可を取って農地でなくなって盛り土も可能だとしても、廃車な
どが置けるものなのか、その辺りのことがよくわかりませんのでお知らせください。
このようなことが法律法令に違反していないとなればどうにもならないのですが、も

し法律法令に違反しているとなれば撤去命令を出すとか、強制代執行を行うなど強い措
置をとれるのか、どのような対処方法があるのかお知らせください。
農業の機械化が進んで苗代というのは不要になりました。ですから苗代地帯というの

は草ぼうぼうのところが多いです。
しかも高齢化や後継者がいなくて管理がままならない状況です。県内でも休耕田に火

をつけて燃やそうとしたら、火にまかれて亡くなった事件が４月にありました。
休耕田のヨシとかを燃やそうとしたんですね。本町でもずっと以前に休耕田に火をつ

けて燃え広がり消防車が出動したことがありました。
遊休農地は、火災やゴミの不法投棄、病害虫の発生等の原因となり、近隣の住民や農

地に悪影響をおよぼします。
また、農地は一度荒れてしまうと元の状態に戻すのに大きな労力と費用がかかりま

す。こういう現状は改善していかなければならないと思います。
まず１つ目は毎年の転作確認で保全管理と届けて確認旗を立てますが、これに丸印を

付けないことです。
丸印が付くと役場から認められたと錯覚してしまうからです。私、草ぼうぼうのヨシ

が生えているところは、保全管理とはちょっと言い難いなと思っております。と言うこ
とでお聞きします。
２つ目は草刈り指導を行うことです。町あるいは農業委員会から指導文書が届けば、

それなりの効果はあると思います。
３つ目の提案はシルバー人材センターあるいは環境保全会などが草刈り請負をやれ

ないかということです。有料で刈ることとして所有者に働きかけることです。
そうすれば高齢者や後継者のいない方は大変助かると思います。手間はかかります

が、そういうシステムを構築すれば町の環境改善につながっていくと思います。
以上が質問と提案の部分であります。
次に、２つ目の質問に入ります。２つ目の質問は買い物弱者対策「はちらぼ」をどう

継続するかであります。
商業統計によると、八郎潟町商業の販売額の減少が顕著です。昭和４０年代頃の４０

億円から、近年は２０億円台に落ち込んでいます。これ私の古い資料なので変わってい
るかもしれません。
これは近郊の大型店の出店で町外に客が流れる現象が起きたことによることや、町内

の事業所や商店では人口減少による購買の減少による売り上げの減少、あるいは閉店が
原因とも思われます。
一日市地区では以前は２店あったスーパーマーケットも１店になり、その１店も平成

２９年頃に閉店しました。
羽立地区、夜叉袋地区、真坂地区、浦大町地区、小池地区、川崎地区では商店のない
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ところもあり、町民の日々の買い物実態はどのようになっているものでしょうか。
この部分は特に問いません。平成２８年２月に策定された「八郎潟町総合戦略」では

買い物弱者対策という言葉が出てきています。そのことから平成２８年１２月議会では
一般質問として「商店街は大部分シャッターを閉じ買い物ができない。高齢で歩くこと
が困難、運転ができない、一人暮らしなので娘を呼んでアマノやイオンで買い物をして
いる」、「買い物弱者に対する取り組みは」と言う質問があり、当局は「上町商店街を
中心とする空き家・空き店舗の活用による町づくり計画は・・・中を飛ばします。後段
では買い物弱者に対し有効な取り組みになる」と町づくりの計画はそのように回答して
います。
そうして１年後の平成２９年１２月９日に「はちらぼハウス」と「はちらぼ商店」が

オープンしました。
買い物に行きたいけれども店がなくて買い物ができない、これが買い物弱者であった

と私は解釈しています。そこで町が国の助成を得て買い物が出来る店を立ち上げたこと
によって買い物が出来るようになった。
従って買い物弱者はいなくなった。八郎潟町総合戦略に謳った買い物弱者対策事業は、
その時点で完了したものと私は思っています。
ですから今現在の執務体制の中に買い物弱者対策というものはないと解釈している

のですが、町当局はこのことについてどのような見解でしょうか。今後、はちらぼを議
論していく上で、大切なことと思いますので質問いたします。
町民の方々とお話をすると、日々の食材を毎日買いに行って助かります、と言う方も

結構おります。一方、ツルハや薬王堂も出来て食料が買えるから、はちらぼはいらない
と言う方もおります。様々です。
でも日々食べる物を買い物するということは、生きていく最低限のことですから、反

対が多いから止めるというような事業ではありません。
福祉的に捉えれば、一人でも必要とする方がいればやらなければならない事業です。
しかし、３月議会でもありましたように、毎年２，０００万円近い補助金は町民の理

解を得るのは難しいと思います。
そこで私はこの後、議会内に「はちらぼ調査特別委員会」の立ち上げを発議したいと

思っています。
議会としても、はちらぼの収入の増加を図るすべがないのか、あるいは経費を削減す

るすべがないのか、そうして補助金の減につながる方法がないか検討することが必要と
思っているからです。
もしこの発議が議会で認められれば、特別委員会の会議を精力的に開き、令和５年度

の予算編成に間に合うように、提言を出したいと思っています。
もしこの提言がはちらぼ運営の一助になればと思います。この私の考えについて、町

長の見解をお伺いいたします。
以上２点について、町長の答弁をよろしくお願いいたします。

議長 伊藤秋雄 まず最初に農業委員会とありますが、これ産業課長からお願いします。産業課長。

産業課長 千田浩美 農業委員会へということでありますから、事務局長である私から答弁させていただ
きます。議員が言われるように農地の権利を有する者の責務については、農地法第２条
の２において規定されています。
３２区西側の農地についてですが、この農地は農振農用地区域内にあります。この農

地については農地以外への転用の事実はありません。
また、農地の適正管理ということから、いくら自分の農地であっても廃車等は置くこ

とができません。
この農地の所有者へは昨年７月に「農地の適正管理について」という指導文書を農業

委員会会長名で郵送しています。その後、所有者の母親が来庁し、農地に置かれている
ものについては、自分のものではないということを話されております。
この事情を知っている方々からの話の聞き取りを総合すると、この農地は昭和５９年

頃に現所有者の親が、知り合いに口約束で資材置き場として土地を貸していたものであ
り、その時の残土や資材がそのまま放置されたものだと推測されます。
また、廃車もありますが、いつ頃かは不明ですが、それについてはその知り合いが亡

くなった後に誰かが廃車を放置したものと考えられます。
この農地については、適正利用がされていないので、今後この農地の所有者と連絡を

取りながら現状回復に向けて取り組んでいきたいと思います。
石井議員の中に法律法令に違反していれば、撤去命令を出すとかいろいろありますけ
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ども、まだ違法転用と認めておりませんので、そこまではまだ行っておりません。
先程も申しましたけれども、この所有者と連絡を取りながら、どういった解決方法が

一番いいのか話し合いをして行きたいと思います。
これとはちょっと別件になりますけども、似たような事例として、農業委員会では永

年の懸案事項あった夜叉袋字沖谷地の農地について、令和２年から当事者と折衝し令和
３年の秋にようやく農地の体をなすまでに回復した事例があります。こういうことがあ
りますので所有者と先程も繰り返しになりますが、連絡を取りながら話し合いをしてい
きたいと思います。
次に、草刈りの指導についてでありますが、農業委員会では農地パトロールを行い、

雑草が背丈以上に生い茂っている農地の所有者に対しては、農地の適正な管理という文
書を送付しております。
農地の所有者からは問い合わせもあり、効果は上がっているものと思っています。こ

の指導については今後も継続していきたいと思います。
また、農地の草刈りを有料で行うよう所有者に働きかける、とのことですがこのシス

テムについては今後、十分検討していきたいと思っております。
最後、転作確認、これ農業委員会ではありませんけども、私の方からちょっと答弁い

たします。転作確認の保全管理の農地の旗に、丸印を付けないようにということであり
ますけども、これについては出来ることかちょっと検討していきたいと思います。以上
でございます。

議長 伊藤秋雄 はい、畠山町長。

町長 畠山菊夫 石井議員のご質問にお答えします。高齢化や単身世帯の増加とともに、地元の小売店
が廃業するなど、買い物弱者などと呼ばれる食料品の購入や飲食に不便を感じる方が増
え、極めて深刻な社会問題となって十数年が経ちます。
本町では買い物困難者に関する調査などは行っていませんが、はちらぼ独自の調査で

は４００人位の方がいると伺っております。
良好な買い物環境は、日常生活の基盤であり、地域で生活を営む上で不可欠なもので

ありますが、少子高齢化、過疎化の影響もあり、流通機能や交通網の弱体化ともに買い
物環境が悪化し、食料品等の買い物が困難な状況に置かれている人々が発生している
が、こうした買い物弱者は一過性の対策により解消されるものではないことから、持続
的な対策の実施が重要と考えられます。
その対策としては、配食、買い物代行、宅配、移動販売、店舗開設、コミュニティバ

スやデマンドタクシーの運行、買い物付き添いなどが考えられます。
本町ではコミュニティバスやデマンドタクシーの運行、はちらぼの開設を行っていま

す。買い物弱者対策の視点においては、有効な取り組みと考えています。
また、はちらぼに関する特別委員会についてですが、議会としても買い物弱者対策運

営等を議論していただければと思っております。

議長 伊藤秋雄 ５番 石井清人君。

５番 石井清人 ご答弁有難うございました。特に再質問もないんだけども、一つ言いたいのはですね
実は私、町長さんに大変感謝していることが一つあるんだけども、いっぱいある中の一
つだけども、私の近くの１３区に以前放火で焼けた建物があったんですね、２年間は捜
査中で封鎖線が張られて、放置されておりました。
それから解決したんだけども、それから更に１年放置されて３年位焼け跡が放置され

てあったんですよ。近くの方から何とか出来ないかと言ってあったけども、焼けた跡で
も個人財産だから出来ないということで、そこで私は空き家条例作ってくれと、あの頃
はまだ国で空き家対策措置も出来てなかったから、空き家条例つくってくれと、その中
に代執行を盛り込んでくれということで、町長さんが空き家条例作って代執行の条文入
れて代執行した訳です。
そして更地になって臭いもなくなったし、焼けたトタンがパタパタということもなく

なって良くなったということがありました。
そこでですね、農業委員会の局長さんの答弁あったけども、まず今所有者と話し合い

をして解決方法を探ってるということだけども、解決する方法は撤去して整地すればい
いんだけども、問題は経費とか自分のものでないとかって言うかもしれませんが、そこ
でですね、将来的に所有地が所有者が死んで、誰が正式な所有者か分からないけども、
その後その話し合いが成立しないで、ごねたりして長引いた場合農地法上で強制執行と
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いう部分あるのか、あるいは町の農業委員会で強制執行するという考えまで持っている
のか、そこ辺りも一つちょっとあれば、考えてなければないでいいし、そこ辺りちょっ
と考えを教えてもらえれば有難いです。

議長 伊藤秋雄 産業課長。

産業課長 千田浩美 はっきり言いまして、農業委員会では強制執行までは考えておりません。あくまで
も例えば所有者と折衝して、自分の置いた物でないとなれば、例えば不法投棄に当たる
ということも考えられますのでその辺の話し合い、そしてこの後どういったことが出来
るのか、そういったことも含めて今後話し合いをする予定です。

５番 石井清人 はい分かりました。地域住民からも要望出されて、解決に向かって欲しいという要望
もありますので、十分その趣旨を汲んで町からも頑張って欲しいと思います。
以上で私の質問を終わります。どうも有難うございました。

議長 伊藤秋雄 これにて、５番 石井清人君の一般質問を終わります。
次に、８番 畠山一充君の一般質問を行います。８番 畠山一充君。

８番 畠山一充 議席番号８番 畠山一充です。私から表題２項目について質問させていただきます。
１つ目は湖東厚生病院の現状と今後についてであります。湖東厚生病院の課題は、医

師確保と救急医療の確立が急務で地元４町村（八郎潟町・五城目町・井川町・大潟村）
の切なる願いです。
平成２６年５月１日、新病院の開院に合わせて病院の名称が、湖東総合病院から湖東

厚生病院、以下湖東厚生と言わせてもらいます、に変わりました。
湖東厚生は湖東地区医療再編計画の下、秋田厚生医療センターとの緊密な連携と機能

分担を図り、地域密着型病院として地域医療を担っております。
湖東厚生の概要について入院診療科目ですけども、２０２２年の１月１９日現在にお

きまして、内科と整形外科の２科目、外来診療科目は内科・循環器内科・消化器内科・
精神科・小児科・整形外科・脳神経外科・皮膚科・泌尿器科・婦人科・眼科・耳鼻咽喉
科・リハビリテーション科の１３科目、病床数は一般１００床で、常勤医師数は８名、
内訳なんですけども内科が４名・循環器内科が１名・消化器内科が１名・小児科１名・
整形外科が１名配置されております。
湖東厚生の令和２年度収支における運営費について、令和２年度町一般会計決算資料

によりますと、湖東厚生の収支赤字見込額１億４，４９７万５，７５５円、うち運営支
援額の２／３を県が１／３を地元４町村が支援しております。
令和２年度の県支援額は９，６６５万円です。本町の場合は収支赤字見込額の１／３

に負担率３１．４２２９％を乗じ支援額が１，５１８５，２０５円となります。
なお、支援に対しては県・町村ともに特別交付税措置８割となっております。
また、ＪＡ秋田厚生連は９病院を運営しております。地元４町村と県が合意形成を図

り、収支赤字を支援している事例は、湖東厚生のみです。赤字については、医師不足も
ありますが診療報酬の引き下げも湖東厚生の収益に大きな打撃となっております。
湖東厚生は超高齢社会を見据えながら、地域の人たちに信頼される安全で良質な医療

を提供すること、を基本方針としております。
湖東厚生の医師負担軽減において、町民がささいなことで病院へ行くいわゆるコンビ

ニ受診を控えるといった意識改革が必要だと思います。
町民が安心して生活するためには、地元自治体及び町民自らが地域医療を支え、育て

ていく姿勢を築くことが大切だと思います。
それでは以下の事項について当局の考え等をお伺いいたします。
１点目が必要医師数及び医師確保対策の効果と課題について、２点目が本町における

運営費の推移、平成２９年度・３０年度・令和元年度及び３町村五城目町・井川町・大
潟村の負担率と算出根拠についてでございます。３点目が必要医師数確保困難な場合の
公設民営化についてでございます。
民営化の目的は経済の活性化・利用者サービスの向上・財政健全化などが考えられま

す。
次に、農地の集積・集約化についてでございます。
先般、農林水産省によると地域計画（人・農地プラン）の策定において、市町村が地

域ごとに協議の場を設定します。
農業者と農業委員会、農地中間管理機構（農地バンク）、ＪＡ、土地改良区などの関
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係者が１０年後に目指す地域農業の将来像を話し合い、農業を担う者ごとに利用する農
地を特定して地図（目標地図）に示していきます。
この地図を農業委員会が素案として市町村に提出し、市町村は地域計画を策定・広告

する仕組みです。
この法案（人・農地プラン）は、２０２３年４月１日の施行を目指し、施行後２年程

度かけて地域計画の作成を進める考えです。
さて、本町の農業は重要な基幹産業と位置づけられており、今後、農地の集積化を推

進することが望まれます。現状のままだと他町村の農業法人等が参入し、本町の財源（農
業所得）は減収となる恐れが生じます。
ちなみに、本町の水稲作付面積ですが令和３年度は５７７．５６８６㏊、令和４年度

は５７１．５６８６㏊です。
農村部では都市部より早く高齢化と人口減少が進んでおります。地域農業の将来像を

描き農地の集積・集約化を推進する必要があります。
そこで提案といたしまして、業務等（農地の集積・集約化）を行政または土地改良区

が主導で担当職員を複数年（５年位）ですけども、契約で雇用し、担い手への農地の集
積・集約化を加速させることを検討してもらいたいと思います。
どうかご答弁の程よろしくお願いいたします。

議長 伊藤秋雄 畠山町長。

町長 畠山菊夫 畠山議員のご質問にお答えいたします。
始めに議員言われました入院診療科目については、現在、内科と整形外科に加え循環

器内科、消化器科の４科目となっております。
必要とする医師の数については、昨年度から内科医師３名が増員され、今年度は常勤

医師９名と常勤嘱託医師１名となっており、医療法に規定される医師充足率は１００％
を超えております。
今後の医師確保としては、さらなる病院機能充実を目指し、泌尿器科・循環器内科の

常勤医師獲得と患者数の多い整形外科・消化器内科の常勤医師増員を目指しているとの
ことであります。
次に、本町における運営補助金の額についてですが、平成２９年度が３，０３６万１

６円、平成３０年度が４，２２７万３，６４２円、令和元年度が１，３３３万５，５１
２円であります。
負担割合については、五城目町が約４２．６％、井川町が１７．６％、大潟村が８．

４％であります。
なお、負担割合の算定方式については、４町村が負担すべき支援金額を平等割１０％

人口割３０％、入院外来利用割５０％、地元割１０％で構成し、それぞれの町村の構
成費割合で算出して定めております。
次に、公設民営化の質問についてでありますが、人口減少の進行により医療ニーズに

ついても、今後さらなる減少が予想されます。
一方で医療供給体制の維持が求められる中、地域医療の需給バランスを維持していく

こと事態が今後ますます困難になると考えられます。
２０４０年の本県人口は６０万人台まで減少するとされている中、将来的には病院機

能の集約や分科など湖東厚生病院に限らず、より広域的な医療提供体制の在り方を模索
する時期となっています。
現在のように各地域で個別に医療を支える形は、今後はますます困難になることか

ら、公設民営化も視野に行政と医療関係者が一緒に考えていく必要があるものと考えて
います。
なお、医師確保・医師偏在についても、全県的に共通する課題であり、医療提供体制

の在り方と一体で広域的に考えるべき課題と捉えております。
次に、農地の集積・集約化についてお答えします。
先般、国において農業経営基盤強化促進法の一部改正が行われております。背景には

農業者の減少の加速化が見込まれる中、生産の効率化やスマート農業の展開等を通じた
農業の成長産業化に向け、分散冊封を解消し農地の集約化等進めるとともに、人の確保
・育成を図る措置を講ずることが必要であります。
今回の法律の改正では議員が言われる通り、市町村は農業者、農業委員会、農協、土

地改良区等による協議の場を設け、将来の農業や農地利用の姿について、話し合いを実
施また農業委員会は地域内の農地の出し手・受け手等の情報を集約し、関係機関とワン
チームとなって目標地図の素案を作成し市町村へ提出、これを踏まえて市町村は地域の
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将来の農業の在り方、将来の農地の効率的かつ総合的な利用に関する目標等を定めた地
域計画を策定・公表しなければなりません。
現在、本町では一日市地区、夜叉袋地区、真坂地区、浦大町地区、川崎地区、小池

地区の６つの地区において、人・農地プランが実施されております。
また、圃場一筆毎に耕作者を入れた地図の作成しています。これを基に農業委員会へ

農地の貸し出しの相談があった農業者に対しては、その圃場の一番近くで耕作している
人・農地プランに登載された農業者の方が受け入れの意志があるかを確認しています。
このように町としても、集約化を進めているところでございます。議員の言われる農

地の集積・集約化を行政または土地改良区が主導で、担当職員を複数年契約で雇用し担
い手への農地の集積・集約化を加速させることを検討してもらい、とのことですが国の
補助事業の活用を含めて検討して参ります。以上でございます。

８番 畠山一充 どうも有難うございます。病院の公設民営化につきましては、やはり財政上の理由で
実際、公設民営化で動いたところがありまして、例えばこれは確か佐賀県の武雄市民病
院というような情報もありまして、私共の湖東厚生病院はどうなのかなと、ちょっと考
えをお聞きしたいなということで、どうも有難うございます。
それで再質問なんですけども、病院の方は一括した形で質問いたしますので、どうか

ご答弁の程お願いいたします。
救急外来の開設についてなんですけども、対応として２４時間の受け入れ体制と外科

の受け入れ体制が必須となり、一定数の医師の確保と外科医の確保が必要となります
が、今後の見通しについて並びに医師確保後の場合における地元の４町村の支援は継続
して行くものか、及び県とＪＡ秋田厚生連と地元４町村との運営等、湖東厚生病院の運
営等なんですけども、これについて協議されていると思いますが、どういった内容等話
されておりますか、という点でございます。
次に、農地の関係でございます。こちらについては、今後地球温暖化がさらに進めば

米の収量減や品質低下が心配されます。
それぞれの地域の実情に合った多面的ないわゆる技術面、資金面の支援等でございま

すけども、政策の在り方を考えなければなりません。
どうか行政主導でＪＡ、農業委員会、農業者一同を含め、これからの農業経営等につ

いて協議する場を設けてもらいたいと思います。
これについてどうか考えをお伺いいたします。

議長 伊藤秋雄 総務課長。

総務課長 村井健一 畠山議員のご質問にお答えいたします。
まず最初、病院関係の１点目、救急外来の開設についてでございます。
湖東厚生病院では現在、罹り付け患者の内科診療を中心に救急診療、入院診療を行っ

ておるとのことです。救急外来機能は、秋田市及び能代市の急性期医療機関で担ってい
ただいておりまして、湖東厚生病院の役割りとしましては、軽傷急性期及び回復期での
機能回復の為の入院治療を要する患者を受け入れているとのことでございます。
在宅患者への支援を現在行っているというところでございます。
それから２点目の医師確保後の場合における、地元４町村の支援を継続するかとのこ

とですが、湖東厚生病院の収支状況は昨年度以来、改善傾向にあるものの現在の医療制
度医療環境、地域の状況等を鑑みると、採算構造の解消には未だ大きな困難が伴うと考
えております。
それから３つ目の県とＪＡ秋田厚生連、地元４町村との運営等の協議内容につきまし

ては、収支及び医療提供体制等の状況について、実情や重点の取り組みについて病院側
からの説明、それとそれに対します各町村からの意見交換という形で行っております。
以上です。

議長 伊藤秋雄 産業課長。

産業課長 千田浩美 行政主導でＪＡ、農業委員会、農業者等を集めた協議の場を、設けてもらいたいと
いうことですけれども、先程、町長も答弁しましたけども町村は農業者、農業委員会、
農協、土地改良区等の協議の場を設けることとなります。
新たな協議会を設けることでなく、その協議会を活用して進めて行きたいと思いま

す。以上です。
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８番 畠山一充 どうもご答弁有難うございます。私の方からは以上で質問を終わらせていただきま
す。どうも有難うございました。

議長 伊藤秋雄 これにて、８番 畠山一充君の一般質問を終わります。
次に、９番 金一義君の一般質問を行います。９番 金一義君。

９番 金 一義 ９番 金です。これより質問させていただきます。
まず最初に、町長さんにお伺いいたします。昨日、委員会でちょっとお伺いしたんだ
けども、６月定例会の行政報告にありました、三倉鼻地区での中友商事株式会社が進め
ていたじゅんさいプラント栽培事業の事業撤退とありましたが、この件を前には本町の
残存湖の敷地でウナギとかドジョウとかいろいろなことがありまして、あった事業をこ
れも補助事業でじゅんさいに変わったということが経緯としてありました。
それで三倉鼻地域を指定されてじゅんさい栽培された訳ですけども、この件について
町長さん個人の考えとしてはどういう感覚を持っておるのか、と言うのはね結局、今こ
の後質問します事業にも絡んで行くような感じがする訳ですよ。
結局これも補助事業でありまして、非常にまあ議長さんとか他の議員の方も分かりま
すけども、ウナギ云々とかいろんなお話しが出た中で、最後に水の問題等ありまして、
この事業はあそこではだめだということで、ジュンサイに変わった経緯があると認識し
ております。
そこら辺の考えを、撤退することは決まったようですけども、それについての町長さ
んの考えをちょっとお聞かせ願えれば、と思って前段でお聞きします。

議長 伊藤秋雄 はい、畠山町長。

町長 畠山菊夫 いろいろ手挙げたのが中友商事さんで、町の用地を借りてやりたいということで、当
初うたせ館のそばの用地、これを利用するはずでございました。
それで事業者さんが地下水、結構深く掘ったにも関わらず、どうしても鉄分が多いと
いうことで近くの理容業をやっておりました方にも、あそこの水も利用したらどうかと
いうことで、やはり鉄分が多くてそれで面積もちょっと小さいということで、中友商事
さんが独自に東北石材に掛け合って、あそこの用地で始めた訳ですけども、やはり水が
足りなくて、それで三種町さんの屋敷の方にも掘って確かボーリングしてやったんだけ
ども、どうしても水が足りないということは常々言われておりました。
昨日も行政報告で言いましたけども、継続して今ジュンサイは成り手も少なくなりま
したし、やはり農薬を使わないジュンサイというのは、これから良い事業だなと思って
私も継続していただければなと思っておりましたけども、そういうことがありまして撤
退というのは本当に残念に思っております。

９番 金 一義 そうすればですね、補助金の返還というのは発生するものですか。そこら辺。

議長 伊藤秋雄 産業課長。

９番 金 一義 町長に聞いているんだけども。

議長 伊藤秋雄 畠山町長。

９番 金 一義 いや町じゃなくて、国の総務省から補助いただいたでしょう。

町長 畠山菊夫 ですから町の返還ですか。

９番 金 一義 いやいや町じゃなくて。

町長 畠山菊夫 事業者さん、それはあったと思います。

９番 金 一義 その率がどの位かなと思って。

議長 伊藤秋雄 はい、産業課長。

産業課長 千田浩美 昨日もお話ししたと思いますけども、まだ総務省の方から回答がきておりません。
ですので、まだどの位ということはここでは話すことは出来ません。
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９番 金 一義 何故これを聞いたかというと、町としての打ち合わせとかしておるのかなと、そこら
辺でちょっと立ち入ったことをお聞きしたことでございます。何か報告ありますか。

産業課長 千田浩美 現在、事業者さんとは連絡は取り合っております。

９番 金 一義 どうも有難うございました。これで今日の本題の方に入らせていただきます。
八郎潟町脱炭素型社会構築事業についての質問でござます。地域脱炭素促進事業とは、
太陽光、風力、その他の再生可能エネルギーであって、地域の自然的社会条件に適した
ものの利用による、地域の脱炭素型社会の実現に寄与することを目的とし、地域の自然
的社会的条件に応じて、当該地域における社会経済活動、その他の活動に伴って発する
温室効果ガスの排出量の削減等を行うこととあります。
また、一方では地域脱炭化素事業における、地域の環境の保全のための取り組みも必
要で、町村が地域の住民に事業者の意向を十分把握した上で、地域の環境の保全の取り
組みには症例等に基づき、促進区域を検討する際に必要と判断された環境の保全のため
の措置を位置付けることが必要とあります。
今回、本町の構築事業の計画に農業の脱炭素化モデルとして、廃校となった旧八郎潟
小学校周辺公有地において、もみ殻バイオマスボイラーを活用したイチゴ栽培事業を検
討したとあります。
この問題を踏まえて、質問に入らせていただきます。
１つ目は令和３年度再エネの最大限の導入の計画づくり、及び地域人材の育成を通じ
た持続可能でレジェンドな地域社会実現支援事業第１号事業の１の補助金を使った今回
の計画を立案したのはどこか、事業者なのか町が独自に発想したのかお知らせください。

議長 伊藤秋雄 畠山町長。

町長 畠山菊夫 金議員のご質問にお答えいたします。
この度の補助金を活用した事業を行うにあたっては、平成２９年度に町が策定した八
郎潟町分散型エネルギーインフラプロジェクト、マスタープラン策定事業がベースとな
っています。
同プランは町として再生エネルギーを活用した、産業振興を進めるためのビジョン並
びに具体的なプロジェクトのマスタープランとして策定されたものであります。
同プランでは、木質バイオマスの活用を中心に検討したものの、木質チップの長期間
の安定した調達見通しが十分でないなど、早期の事業化が難しい状況となっていました。
一方で同プランで検討した、地元の再生エネルギーを積極的に活用すること、農産品
等に活用していくことなどが本事業のベースとなっており、マスタープランの本格事業
化に向けたステップとして、町が各種補助事業の情報収集をしたところ、日本環境協会
の事業があり、それに応募したものでございます。

９番 金 一義 去年の９月のさきがけ新聞の中に、町としての畠山町長さんはこれにはすごく執着し
て頑張るということが新聞には載っております。後でまた聞きますけども、この事業は
地域における再エネの最大限の導入のため、データに基づく現状把握及び将来の推計、
地域の将来ビジョンの策定、２０５０年にかけての再エネ導入に関する目標ロードマッ
プの策定、具体的な政策・施策の方向性の検討など、再エネ導入に関するマスタープラ
ンの策定を行い、地域の全体での合意形成を行うとあり、地域全体の合意形成を今後ど
のようにして行くのかをお知らせください。

町長 畠山菊夫 この事業の採択要件は、２０５０年までの脱炭素社会を見据えて再生エネルギー導入
目標を策定する事業であることが掲げられています。
この目標を策定する上で必要な調査・検討内容が６つ程あります。
１つ目が地域の自然的・経済的・社会的条件を踏まえた区域内の温室効果ガス削減の
ための取り組みに関する基礎情報の収集または現状分析。
２つ目が地域の特性や削減対策効果を踏まえた将来の温室効果ガス排出量に関する推
計。
３つ目が地域の温室効果ガスの将来推計を踏まえた地域の将来ビジョン・脱炭素シナ
リオの作成。
４つ目が地域の再エネポテンシャルや将来のエネルギー消費量を踏まえた再生エネ導
入目標の作成。
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５つ目が前述で述べた３及び４を実現するために必要な政策及び指標の検討並びに重
要な施策に関する構想の策定。
最後の６つ目が前述で述べた１から５までの事業の実施に当たり、地域の関係者等と
合意形成を行うための専門的知見を要する会議等の開催、以上の６項目でございます。

９番 金 一義 そうすればその中で、最後の方で話しありました合意形成を行うための会議、という
ことでありますけども、これは有識者も交えた会議は今度という感じでございますか。
７つ目の。

町長 畠山菊夫 ７つ目ですか。

９番 金 一義 最後のところでありました会議云々とありましたよね、一番最後のところで。

町長 畠山菊夫 専門的知識を要するということ。

９番 金 一義 これはそうすると今回この後ですね、会議をどの位持ってこの今我が町でやろうとし
ているのは、来年度から懸かるということの構想ですよね、まず基本的には。この新聞
のあれを見ますと２３年度云々ということで、町長が取材に答えてる訳ですよまずね。

町長 畠山菊夫 通告書で質問していただければ答えます。

９番 金 一義 要するに日数が少ない訳ですよ来年度だと、だからこれから地域云々という会議です
ね、これから会議をどれ位持って、有識者にどういう方々が入られるのか、前にお聞き
した時は役場の議事録出さなかったけれども、課長さん方、町長さんが入ってというこ
とを、産業課長さんが答えております。
だけども今の町長の答弁だと、そういう会議をこれから持たれるようなお話しだった

ので、その会議ということで今後、どういう名目で、脱炭素のことでやるんでしょうけ
ども、その会議の持ち方です。
だからそういうことを年度内に何回あって、どういう方々をお願いして有識者に入る

のか、そこら辺を町としてはどういう捉え方をしてるかということです。

議長 伊藤秋雄 畠山町長。

町長 畠山菊夫 私の考えとしては事業実施が具現化されれば、周辺住民の皆さんを対象とした説明会
も勿論ですが、その前に有識者の意見も聞きながら、こういう事業の進め方について意
見を聞きたいと思っております。

９番 金 一義 もう一度じゃあ町長さんに聞くけども、事業が具現化すればということで、そうする
とこれはまだ全然そこまではあれじゃなくて、こういうことを目標にしてるよという感
覚なんですか。
今回の八郎潟町脱炭素の、要するに日本総研さんにお願いした計画というのは、これ

を踏まえてこれからと言うことですか。その中身を見ますと、２３年度から云々という
ことを書いてありますよ事業化するということをね、我々に配布されました本の中にも
そう言うことを書いてあります。
２３年度から、だからまもなく２３年度になりますよ今２２年度ですから、だからそ

の中で今具現化すればという町長さんのお話しですけども、もう今６月ですよ。
そうすると後６カ月の中で来年の何月かはちょっと分かりませんけども、年度内にじ

ゃあどういうことをお進めして、来年のその事業化に持って行くのかということです。
具体化出来なければこの事業は無しということなのか、そこら辺じゃあはっきり教え

てください。

町長 畠山菊夫 おそらく何と言うか成果品、詳しいことは金さん担当から持って行って見たと思いま
すけども、私としては先程も言いましたけども、来年度から公募したいと思っておりま
す。と言うことは、今ちょっとあそこの場所が、これから解体が始まる建設工事のいろ
いろな残土も残っておりますので、その埋め立ても使用されることからあそこを使える
かどうかということは来年度からになりますので、来年度から公募して参りたいと思っ
ております。
それで公募したものが具現化されれば、先程言いました通り住民への説明は勿論して
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行きますし、その前に有識者会議、この後で質問も出てくると思いますけども、いろい
ろな心配されることも出てきますので、いろんなことを相談して行ければなと思ってお
ります。

９番 金 一義 そうすると町長さんの今の話だと、来年度からそういうものに取り組みたいとまず、
地域のそういうところまでじゃなくて、有識者の方々を交えた会議等を町としてはやっ
て行って、そういう方々からの意見を聞きたいということなんでしょうか。

町長 畠山菊夫 公募します。事業者さんを公募します。

９番 金 一義 事業者の話か。

町長 畠山菊夫 でしょう、違いますか。

９番 金 一義 要するに今これから話を出しますけども、その場所が敵地にやれるかどうかまずその
問題を、町としては住民に対してどうやって説明して行くかとうことなんですよ。
だから勿論事業者さんもこれから公募して、どっちが先か私聞いたけど、その前に事

業者さんの前に、町としてその地域が果たして敵地なのかどうか、ということを町民の
方々にも伝えないとだめでしょうし、地域住民の方々の考えもあるでしょうし、だから
そこら辺の取り組み、事業者さんの公募をしてもいいんでしょうけども、その前に町と
してやることがあるんじゃないかということをお聞きしてる訳ですよ。
だからまずあそこの場所は、この後で出てくるけども町の中心部ですよね。そういう

ことでまず町の取り組みのスタイルをきちっとして、事業者さん公募する、じゃあ事業
者さんの公募というのは、どういう形の公募になりますがそこら辺教えてください。

議長 伊藤秋雄 はい、産業課長。

産業課長 千田浩美 事業者の公募に関しましては、ホームページを使って公募することとなります。
要するに全国から集めるということです。

９番 金 一義 いつもそういう手を使ってるんだけども、中々いないとか何とかって最後にこの方だ
よっていうことが、過去にはあったような気がします。
入札なんかでもそうですけどもまずね、だから本当にそこら辺でじゃあ聞きますけど

も、公募されていなければどうしますか。
この事業はもし公募されて申込者がいないと、その場合はじゃあ補助金バックします

か、どうします。

議長 伊藤秋雄 畠山町長。

町長 畠山菊夫 えーとですね、実は前年度も環境協会にこれお願いしてありました。そして採択が７
４件中の５２件採択された訳ですけども、その時は私の方の町は適合出来ませんという
ことで、落とされておりました。
それで日本総研の大島さんもこの事業にいろいろ携わってる他の町もございますけ

ども、５２件採択されたうち、やはり今のコロナ禍の中でやはり手を上げる業者さんが
あまりいないということで、この事業は他の自治体で北海道から沖縄までありますけど
も、実際にやっている事業者というのはあまりいないということです。
５年位の中で出来ればいいなと、そういうスパンで今公募を懸けているということで

す。もし公募者がいなければ引き続き公募して、取り組んで参りたいとは思っておりま
す。

９番 金 一義 その気持ちは十二分に分かりますけども、そうすればその前段階としてですけども、
ちょっと時間の関係で飛ばします。
質問２つ目として、イチゴ栽培におけるもみ殻バイオマスボイラーの活用について、

ということで質問いたします。
資料によると２０２３年から２０２４年度で農業の脱炭素化の実現とあります。さっ

きも話ました。廃校となった旧小学校及び周辺公有地に農業用ハウス１棟１０アールを
４棟の計画がされておりますが、ハウスの顔にはもみ殻を活用したバイオマスボイラー
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を４台の使用とあります。
この場所は果たして適切な場所か、当局で真剣に考えて決定したのか、すぐ近くに役

場また学校と町民の住宅の密集地域でもあります。
この地域を選択した理由が知りません。今一度、当局の考えをお知らせください。
俺、飛ばしたんだよ、時間がちょっとあれなんで。質問の２番目です。

町長 畠山菊夫 イチゴ栽培におけるもみ殻バイオマスボイラーの活用についての問題点ということ
で、もみ殻を活用する場合の課題ですか。

９番 金 一義 課題というかその場所が適切なのかどうか踏まえてです。今、町長さんがおっしゃっ
た駐車場の場所でしょう。要するに雪捨て場のあそこでしょう計画されている場所は。

町長 畠山菊夫 質問に答えて行きますので、これ順番。

９番 金 一義 ２番です。質問２つ目です。

町長 畠山菊夫 今の質問だと思います。本事業は、町の中心地を事業フィールドとすることから、
周辺住民への配慮が必要となります。
粉体状となっているもみ殻燃料の運搬時の飛散防止対策やバイオマスボイラーの運転
音対策、燃焼時の有害物質の排出回避等、徹底して対応して行くこととなります。

９番 金 一義 徹底して対応するということは、どういう対応されることですか。そこら辺。

町長 畠山菊夫 飛散防止については、散水と放水の実施、運転音対策としては建屋内の稼働、有害物
質の排出回避については、対応可能なプラントの導入、燃焼灰の処理については農地へ
のすき込みとか排水とか、それは徹底して対策を講じなければならないだろうと思って
おります。

９番 金 一義 その選択した理由を答えてくれませんけども、場所の選択をした理由を答えてくださ
い。

町長 畠山菊夫 場所の選択については、これ町の中心地でやるのが、やはり活気的な取り組みという
ことで環境協会からこのプランが認められたものだと私はそう思います。

９番 金 一義 町長の考えは、私はちょっと解せないんですけどもね、結局この頂いた資料にありま
すけども、もみ殻というのはあの通りの形でございます。それがあそこでこの後から出
てくるけども、使用料とか云々とかあるんですけども、まずそう言う考えであれば次に
進ませていただきます。
これはもう昨年度の町長の考えが、そのようになってますね。要するにここの場所が
ということでこういうことを書いてます。
特産品の開発、販売といった農業性を検討して、事業化へのハードルを探る、という
ことをこの場所のことで、さきがけの担当者に答えております。去年の９月４日の新聞
です。
このもみ殻バイオについての課題についての以下の問題についても、大潟村でも検討
されています。そこら辺ご存知でしょうか。

町長 畠山菊夫 議長、金さんから頂いた質問順序にやってもらえれば。

９番 金 一義 順序にやってます。順序でない。

町長 畠山菊夫 大潟村さんの話は今初めて。

９番 金 一義 これは比較した形で、町長が今そういう話されたから、じゃあそれはいいです。
もみ殻燃焼の特徴としては、非結晶質シリカが豊富に含まれ、高温燃焼に伴い発がん
性物質で不溶性である結晶性シリカが生成されるため、これらの抑制が課題とされると
あります。以下の認識をどのように認識しておりますか。

町長 畠山菊夫 ご指摘の通り、もみ殻に限らずバイオマス全般については、灰処理の問題等が課題に
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なります。
また、そもそもバイオマス資源の安定した確保も問題となります。また、もみ殻につ
いては、燃焼時のダイオキシン類の発生事例があるのも事実でございます。
もみ殻ボイラーについては、議員もご存知と思いますが、三種町のユメロン、美郷町
の美郷ストロベリー他、県内においてもすでに導入されております。
今回の事業においては、当然のことながら、ダイオキシン類対策特別措置法等の関連
法令を尊守した上で、民間事業者に事業を実施していただくことが必須となり、それを
クリアできない機器の運転を許可することは町としてはございません。

９番 金 一義 言って悪いけど美郷町のユメロンですか、あそこは。

議長 伊藤秋雄 三種町です。

９番 金 一義 三種町のユメロンは燃料は重油と半々で１００％のもみ殻ではないです。私調べた範
囲では、ほとんど１００％でない、大潟村は止めてますし、と言うことで次の方へ入り
ます。今、町長はそこら辺は害のないような形でということですけども、今のところは
まだそういう害がある訳ですよ。
燃焼前の重量比で２０％も発生する焼却灰の処理の問題等、これは答えなくていいん
ですけども、もみ殻には不燃性の無機物であるシリカが１３％から２９％含まれている
と、発がん性物質の問題についても検討もされております。
焼却炉での留意点としては、もみ殻を９００°Ｃ以上の高温で燃焼させた場合、結晶
性シリカが発生し、これを主成分とするクリンカーと呼ばれる燃焼残さが炉内に付着す
ることで、運転を阻害しますので、このクリンカー対策として、４００°から６００°
程度にすることが通例となっております。
結晶ダイオキシンの発生の問題も絡んでくるこれらの対策、さっき業者さんがそうい
う対策しないと許可しないと、そういうことをおっしゃったようですけども、こういう
対策は先程お話した、大潟村ではそれでカントリーの側に建設する予定なんですけど
も、そういう形で今回のもみ殻は使わないと、今のところはまだ保留になってます。
そこら辺はちゃんとした大潟村の本にも載っております。平成２年から大潟村では何
度もそういうことをやっておりますので、何か今まで話した中で答弁ありますか。ない
でしょう。

町長 畠山菊夫 燃焼炉での留意点についてと伺いますけども、本事業は国が定める脱炭素社会、持続
可能社会の実現に向け、本町としてどのように貢献できるかという点が背景にございま
す。国の重要施策の一つとなっている脱炭素化の流れの中で、本町の基幹産業である農
業をどのように持続可能なものとしていくか、ということも重要と考えます。
そのような背景の中、自然資源が必ずしも多くない本町において、もみ殻という貴重
な地域資源を有効に活用しながら、脱炭素化と持続可能な農業を両立するための計画と
ご理解をいただきたいと思います。
なお、燃焼炉については、先程も申しましたが、ダイオキシン類対策特別措置法等の
関連法令を尊守した上で、民間事業者に事業を実施していただくことが必須となり、そ
れをクリアできない機器の運転を許可することは町としてはございません。

９番 金 一義 そういう話を町の方では、いくらでもそういう形でそれをということのようですけど
も、我々一般住民としては、やっぱり一つでも不安があるのであれば、その町の中心部
にこういう事業を果たして設けていいのかということが、町としての考える方針じゃな
いかと思います。
要するにそういう不安材料があって、そういう業者が機器を持ってこないと、ボイラ
ーというのは私もいろんな物を調べてあります、メーカーさんをね。
みんな良いこと書いてあるんですよ、どうのこうのって。だけども実際、２４時間の
焼却の中で、必ずしもそれが有効に償却されている訳でなくて、やっぱり不完全燃焼も
あるだろうし、そういうことがたくさん出てくると思いますよ。
だからそういう場合に、一々計測する方がおってそのダイオキシンが出たとか出ない
とかって、こういう不安材料をね町の真ん中に置くという事態が、その物をずっと別に
持って行ってですよ、そこにイチゴのハウス４つ建てるのならまだいいですよ。
ここからカントリーの向こうの方にいって排管作るとか、それだったらまだいくらか
あれでしょうけども、やっぱりその不安材料がある物を町の中心部に設置して、業者さ
んがそういう物を出さないような業者を選ぶということ、俺はそこら辺がちょっと俺の
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考えと町長さんの考えは違うでしょうけども、ちょっとそこら辺違うんじゃないかと感
じております。
イチゴ栽培の面積は４，０００㏊、１０アール当たり４つのハウスを建て、もみ殻バ
イオマスボイラーを１棟に１台、計４台の設置とあります。
それは１台のボイラーにつき消費するもみ殻の量はどの位で、月の稼働は何日を予定
しているのか、そこら辺を全体的な数字をお知らせください。

町長 畠山菊夫 何でイチゴ栽培なのかという質問ですか。
まず前提として、本事業は民間事業者を誘致し民間実施者による事業を想定していま
す。誘致を行うにあたっては、ある程度の収支の目安がないと議論が始まらないことか
ら、収支を計算されたものです。
栽培面積４，０００㎡、反収１，０００㎡あたり６，０００㎏、販売単価㎏あたり１，
９００円と想定しております。
また、イチゴ狩り等の体験ができる観光農園と、採れたてのイチゴを食べることので
きる喫茶店の収入見込みもあわせて、必要経費となるボイラーやビニールハウスの本体
価格及び設置工事費、また、もみ殻燃料費等の維持管理費を差し引くことで算出された
ものでございます。
なお、これらの数値は同様の事業を行っている民間事業者からのヒアリング調査を基
に、設定されたものと報告を受けております。
また、収支計算には、昨今のコロナの影響、ウクライナ情勢等による原材料価格の高
騰等は反映できていないため、現実の数字と乖離が発生する可能性があります。
何故、イチゴ栽培なのかということでございますが、本町はご存知の通り、稲作が基
幹産業となっており、農家の冬季の収入を増加させていくことが課題となっています。
そのような中、平成２９年度に総務省より補助を受けた「八郎潟町分散型エネルギー
インフラプロジェクト」及びその後のフォローアップ調査の中で、バイオマスエネルギ
ーを冬季の熱源として有効に活用しながら、本町の新たな農産品の開発を検討しました。
検討の中では、じゅんさい、ダリヤ、ウナギなどの産品の検討も行っております。
その中で、商品そのものの付加価値が高く、秋田市内、首都圏へ安定した販路の確保
が期待できる、また、イチゴ狩りや商品化による観光・集客のツールとして活用できる
公有地への農業用ハウスの設置や旧小学校校舎を選果場・商品販売等として利用できる、
といった観点から、イチゴがもっとも可能性があるという方向性に至っております。
何故、中心部ということがやはり廃校舎を町の有効活用、土地の有効活用も含めて、
そのような、金さんから言えば何故町の真ん中にと言いますけども、そういうものが先
程も言いましたように、環境協会から認められたものと思っております。

９番 金 一義 町長さんは環境協会、環境協会と結局先程も話したように、大潟村ではまだもみ殻の
バイオについては、はっきりした認識は持ってないですよ。
と言うのはあそこは温泉まで引くということなんですけど、うちの方ではじゃあここ
で聞きますけども、１棟につき１台のボイラーが設置されるとありますけども、１棟の
ボイラーに対するもみ殻の使用量というのはどの位ですか。

議長 伊藤秋雄 はい、産業課長。謄本

産業課長 千田浩美 年間２８０トンと聞いておりますので、それを４棟で割って大体７０トン位ではな
いかと感じております。

９番 金 一義 それは前に我々にきた資料では２８トンとなってるんですよ、その修正したものは我
々には配ってない訳ですよ。皆さんのは一応２８トンになってるはずですよ。
それで私計算して２８０トンのはあります。そうするとその２８０トンの、じゃあ本
町で生産されるもみ殻というのは何十トン、何百トン位なんですか。その試算はできて
ますか。

議長 伊藤秋雄 畠山町長。

町長 畠山菊夫 先程から計画場所が町民に受け入れられるかという根拠でございますけども、当初は、
うたせ館に隣接した町有地の活用を中心に検討しておりました。
一方、当該候補地は面積も小さく、また、町有地と町有地の間に民地が入っているこ
と、さらに観光拠点化を考えた場合、駅からのアクセスも必ずしも良いものとは考えら
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れず、そこで考えられたのが、旧小学校及びその周辺公有地は面積も確保でき、駅から
のアクセスも良いこと、また、廃校の有効活用という観点からもメリットがあることか
ら決めたものでございます。

９番 金 一義 先程、町長さんが答えておりましたキロ１，９００円云々とイチゴの価格ですけども、
それは妥当な価格なんでしょうか。

町長 畠山菊夫 №３の方の質問ですか。第一に、夏場のイチゴ栽培のオフシーズンを考慮し、年間２
００日程度営業するものと仮定しております。
第二に、校舎を喫茶店として活用した場合のキャパシティを概算して、一日当たり２
５人程度の客数が見込めるものと仮定しております。
第三に他のイチゴ農園に併設されたカフェのメニューを参考に、一般的な観光客を想
定して単価を一人１，８００円と想定しています。
以上の条件から収入を算定し、また、一般的な喫茶店の開業に必要な改装費等の初期
費用、また、食材費や水道光熱費等を考慮して計算し、毎年２４０万円程度の利益が見
込まれるものと算定したと伺っております。

９番 金 一義 今の答弁でいきますと客単価１，８００円云々とありますけども、２５人来店でこれ
お客さんがお昼なのか夜なのか何か分からないような、１，８００円の根拠は何ですか。
町長さんもお昼は、１，８００円のランチいつも食べていますか。

議長 伊藤秋雄 はい、産業課長。

産業課長 千田浩美 先程、町長も言いましたけども、カフェのこれ多分おそらく都会になると思います
けれども、都会のカフェのメニューを参考に、一般的な客単価一人当たりの客単価と考
えております。当然、こちらとは若干違いますけども、まず、ある程度の試算がなけれ
ばこの後、公募した時に業者さんが何を参考にするかというのがないので、このように
試算しております。

９番 金 一義 じゃあね、そういう嘘の物を書いたのを、お宅方、これをどうやって試算したんです
か。実際は高い１千万円近いお金をコンサルに払ってですよ、それで１，８００円の物
が都会でしょうとか、実際、ここの地域の単価を出してこの物を出さないとだめでしょ
う。それで一日２５人ですよ。
で何百日どうのこうのと書いてあります。そういうのをお宅方まるっきり鵜呑みして
今の答弁だと都会と、そういうことはちょっと異常じゃないですか。
やっぱり地域の物を地域らしい価格で出して、こうだよということを出さないと話が
通じないじゃないの。１，８００円のランチ行ったら都会でしょうとあり得るんですか。
ここら辺でランチっていったって、６００円位でしょうまず、違いますか。

町長 畠山菊夫 これは想定した価格だと思います。

９番 金 一義 町長さんよ、想定したものでこういうものを我々に配ったんですか。想定した文章作
って高いお金を掛けて、じゃ何も精細に調べてないじゃないですかこの資料を、想定さ
れたもので、こういうものを作ってですよ、だっておかしいじゃないですか。
結局、地域に合ったものを作らないと、想定したもので知らない人が１，８００円で
一日２５人でパーなると、こんな書き方ではちょっと異常じゃないですか。
やっぱりきちっとしたもので出さないと、例えば、秋田の何処そこへ行って調べて来
たとか、キャッスルだって１，８００円じゃないでしょう。ランチで１，８００円です
よこれ。

町長 畠山菊夫 その辺ちょっと大島さんの方に、後でまたどういう風に調査をしたのか詳しく聞いて
みます。

９番 金 一義 そういうことをねやっぱりきちっとしたものを、もう一度やってこのものを我々にも
う一度提出してくださいよ。まるっきり書き方もだめだと俺書いてあったでしょう。
やっぱりきちっとしたものを提出しないと、知らない人は、こういうことをきちっと
読んでいない人はあーと思うでしょうけども、次に進みますから。
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町長 畠山菊夫 金さんのご質問の中に、報告書のまとめ方がまったく素人という言葉も使われてます
けども、それで問い合わせたところ、図表２－１１という表現は、現在、国のレポート
等でも一般的に使われている表現となっておりますと言うことです。
また、各種学会の論文等では、図表番号について、表の場合は表の上部に、図の場合
は下にというルールを基に作成されるケースも多いですが、国、自治体の報告書等では、
見やすさを優先し、全て上部に示すことが一般的となっております、とのことでした。
なお、指摘のありましたもみ殻数値を、２８０トンと示すところを２８トンとした部
分があり、この点につきましては私からも訂正の上、お詫び申し上げます。

９番 金 一義 結局、こういうことを質問しないと当局では、我々に２８トンで答えている訳ですよ
資料にはですよ、質問したから初めて２８０トンということになりますよね。
きちっとしたイチゴ栽培の計画書なんかも、これから出て来るのか知らないけども、
キロ１，９００円の価格で妥当なのかどうか、こんなことを言っては非常に失礼なんで
すけども、国道に大潟村の方がイチゴ栽培を何十年とやっておりました。
その方は３年位前にイチゴ栽培を止めております今は。あそこは４棟のビニールハウ
スでございました。一時は秋田の方からも、幼稚園の方々がバスでイチゴ狩りに来た位
なんですよ。
先程、町長さんもイチゴ云々ということを言われましたけども、やっぱりはっきりし
たその計画を、間に合うか間に合わないかということを、きちっとしたものをやっぱり
データを出すべきだと思いますよ。
ただ、あそこに聞いた、ここに聞いたでなくて、地形を調べて果たしてこの地域でイ
チゴが妥当なのかどうかも、やっぱりきちっとそこら辺もお願いしておきます。
それで小学校の地域振興のための今後の利用計画、さっき町長もちょっと触れたよう
ですけども、町長さんは旧小学校の活用については、農業特に園芸と絡めた活用を検討
していると、昨年９月４日の新聞で表明しております。
今回の八郎潟町脱炭素社会構築事業計画も指す作成された今日、町長として事業化に
向けて、ハードルを切り替え、もみ殻バイオマスの有効活用を目指すのか、目指すとい
うことで言っておりますけども、そこら辺の考え方をもう一度お願いします。

町長 畠山菊夫 今までお答えした通りでございますけども、何かあれですか。

９番 金 一義 結局ですね、やっぱり資料がきちっとしたものを調査の結果ですよ、そういうものが
じゃあイチゴをやった場合、先程、ちらっと触れたようですが１棟のビニールハウスの
経費、それに対する人件費、そのもみ殻を何処にどうやって置いて、その残さをどうや
って処理するか、そういうことを全然、ただそこに置くような形だったけども、その２
０％の残さ出るんですよもみ殻の場合、だからそこら辺の処理です。
田んぼに蒔くってそれ誰が蒔くんですか。そんなにそんなに田んぼにもみ殻を持って
行って蒔く人いますか。
だからそこら辺もきちっとやっぱり検討された、太陽光とか風車だったらまだ話は分
かります。そういうものは全然ないですから、このもみ殻というのは結局、残さがやっ
ぱり問題なんですよ。
それと後、今言ったシリカの問題、そこら辺がただこうだからこうだということを、
環境庁がどうのこうのと言うけども、大体、町の真ん中にこういう煙突付けて煙出すよ
うな事業をやってるところはないですよ。
みんな温泉とか町の外れとかそういうところでしょう、はっきり言って。だからそこ
ら辺も、もう一度やっぱり町としても検討してもらってですね、資料なんかもきちっと
したここら辺に合うような資料でないと、要するに我々が聞いても最後にどうのこうの
というような形でなくて、きちっとした資料を提出してもらうと、聞いたのはキロ１，
９００円のイチゴ買いますか。そんな高いの売ってませんよ。
町長、買ったことありますか、キロ１，９００円のイチゴ。

町長 畠山菊夫 買ったことないです。

９番 金 一義 時間押してきたけども、結局ね１，９００円というのは、誰に聞いてもちょっと高い
と言うんですよ。この価格がね高いと言うんです。言っていること分からない。生産さ
れたイチゴの話ですよ。
だからまずもう一度きちっと、このものを検討してもらって、そこの場所にやるのは
私、大反対ですよ。太陽光とかだったら大賛成ですけども。特に煙突付けてそういうも
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のをやるというのは。

町長 畠山菊夫 金さん、３月に資料持って行って全て見たと思いますけども、大島さんがいらした時
に、そういうことを聞いていただけたら良かったんですけども、まあおそらくコンサル
タントの違いだと思います。何処のコンサルタントも同じ結果は出ません。
そこのコンサルタントの違いで金さんおっしゃってることと思いますけども、不明点
があったら、また役場の方にお聞きしてもらえれば、また大島さんにお聞きして対応し
て行きたいと思います。

９番 金 一義 結局、嘘を書くなということです。町長笑うけど現実に嘘書いてあるでしょう。その
１，９００円というのもおかしいと言われてますよここら辺の人方に。この地域の人に
は私聞いてますよ。どうも有難うございました。

議長 伊藤秋雄 これにて、９番 金一義君の一般質問を終わります。
これより各常任委員会を開いていただきます。
最終日１０日は、午後３時より本会議を開きます。
本日の会議は、これをもって散会いたします。
どうもご苦労様でした。

（ 閉会 午後３時４５分 ）
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令和４年八郎潟町議会６月定例議会 会議録

第４日目 令和４年６月１０日（金）

議長 伊藤秋雄 ただいまの出席議員は１１名であります。
定足数に達しておりますので、八郎潟町議会６月定例会は成立いたしました。
なお、３番 伊藤敦朗君から欠席の届けがありました。
これより、本日の会議を開きます。答弁のため出席を求めた者、町長、副町長、教育
長、各課長、会計管理者であります。
日程第１、本会議で各常任委員会に付託された、議案第２５号から議案第２７号まで
の３議案、並びに陳情について各常任委員長の報告を求めます。
始めに、総務産業常任委員長、小柳聡君の報告を求めます。

総務産業常任委員長 小柳聡 （総務産業常任委員長報告 別紙報告書のとおり）

議長 伊藤秋雄 次に、教育民生常任委員長 石井清人君の報告を求めます。

教育民生常任委員長 石井清人 （教育民生常任委員長報告 別紙報告書のとおり）

議長 伊藤秋雄 これより各常任委員長の報告に対する質疑を行います。
始めに、総務産業常任委員長 小柳聡君に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 質疑なしと認めます。総務産業常任委員長 小柳聡君に対する質疑を終わります。
次に、教育民生常任委員長 石井清人君に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 質疑がないようですので、教育民生常任委員長 石井清人君に対する質疑を終わりま
す。これにて各常任委員長に対する質疑を終わります。
次に、各議案等に対する討論並びに採決を行います。
日程第２、議案第２５号 令和４年度八郎潟町一般会計補正予算（第２号）について
討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 討論なしと認めます。採決いたします。議案第２５号について、委員長の報告は可決
であります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 伊藤秋雄 起立全員であります。よって議案第２５号は、委員長報告のとおり可決されました。
次に、日程第３、議案第２６号 令和４年度八郎潟町国民健康保険特別会計補正予算
（第１号）について、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 討論なしと認めます。採決いたします。議案第２６号について、委員長の報告は可決
であります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 伊藤秋雄 起立全員であります。よって議案第２６号は、委員長報告のとおり可決されました。
次に、日程第４、議案第２７号 令和４年度八郎潟町上水道特別会計補正予算（第２
号）について、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 討論なしと認めます。採決いたします。議案第２７号について、委員長の報告は可決
であります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。
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（全員起立）

議長 伊藤秋雄 起立全員であります。よって議案第２７号は、委員長報告のとおり可決されました。
次に、日程第５、陳情について討論・採決いたします。
受理番号第１号 女性トイレの維持及びその安全安心の確保についての陳情について
討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 討論なしと認めます。採決いたします。
受理番号第１号について、委員長の報告は採択であります。委員長報告のとおり決定
し、意見書案に賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 伊藤秋雄 起立全員であります。よって受理番号第１号は委員長報告のとおり採択し、意見書を
送付することに決定いたしました。
次に、受理番号第２号 国民の祝日「海の日」を７月２０日に固定化する意見書の提
出を求める陳情について、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 討論なしと認めます。採決いたします。
受理番号第２号について、委員長の報告は採択であります。委員長報告のとおり決定
し意見書案に賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 伊藤秋雄 起立全員であります。よって受理番号第２号は委員長報告のとおり採択し、意見書を
送付することに決定いたしました。
次に、受理番号第３号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担割合引き上げをはかる
ための２０２３年度政府予算に係る意見書採択の陳情について、討論を行います。
討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 討論なしと認めます。採決いたします。
受理番号第３号について、委員長の報告は採択であります。委員長報告のとおり決定
し、意見書案に賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 伊藤秋雄 起立全員であります。よって受理番号第３号は委員長報告のとおり採択し、意見書を
送付することに決定いたしました。
次に、受理番号第４号 沖縄を「捨て石」にしない安全保障政策を求める意見書の提
出を求める陳情について、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 討論なしと認めます。採決いたします。
受理番号第４号について、委員長の報告は採択であります。委員長報告のとおり決定
し、意見書案に賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 伊藤秋雄 起立全員であります。よって受理番号第４号は委員長報告のとおり採択し、意見書を
送付することに決定いたしました。
次に、受理番号第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書提出に関する陳情につ
いて、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 討論なしと認めます。採決いたします。
受理番号第５号について、委員長の報告は採択であります。委員長報告のとおり決定
し、意見書案に賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）



- 45 -

議長 伊藤秋雄 起立全員であります。よって受理番号第５号は委員長報告のとおり採択し、意見書を
送付することに決定いたしました。
次に、受理番号第６号 「水田活用の直接支払交付金」の見直しについての陳情につ
いて、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 討論なしと認めます。採決いたします。
受理番号第６号について、委員長の報告は採択であります。委員長報告のとおり決定
し、意見書案に賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 伊藤秋雄 起立全員であります。よって受理番号第６号は委員長報告のとおり採択し、意見書を
送付することに決定いたしました。
次に日程第６、議案第２８号 八郎潟町教育委員会委員の任命につき同意を求めるこ
とについて、を上程いたします。
本案について、提案理由の説明を求めます。畠山町長。

町長 畠山菊夫 本日提出いたします議案の概要についてご説明申し上げます。
本日配付しました資料をご覧ください。

議案第２８号 八郎潟町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて
教育委員の吉田義則氏は、令和４年６月３０日をもって任期満了になりますので、引
き続き同委員としてお願いいたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４
条第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
吉田氏は、教育委員の職歴も長く、人格も高潔であることから、教育・学術及び文化
に関し、豊富な識見を有する者として提案するものでございます。
なお、任期につきましては、令和４年７月１日から４年間でございます。
よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。

議長 伊藤秋雄 これより、議案に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
（質疑なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 質疑なしと認めます。討論を行います。討論ありませんか。
（討論なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 討論なしと認めます。採決いたします。
日程第６、議案第２８号 八郎潟町教育委員会委員の任命につき同意を求めること
について、本案に同意することに、賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 伊藤秋雄 起立全員であります。よって議案第２８号については、同意することに決定いたしま
した。
次に、日程第７、報告第１号 令和３年度八郎潟町一般会計繰越明許費繰越計算書の
報告について、を上程いたします。
提案者の報告を求めます。

町長 畠山菊夫 続きまして、報告についてご説明申し上げます。
会議日程資料の５ページをご覧ください。

報告第１号 令和３年度八郎潟町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について
令和３年度八郎潟町一般会計予算の住民税非課税世帯臨時特別給付金事業、健康管理
システム用サーバー更新事業、高岳地区ほ場整備事業、基幹水利施設ストックマネジ
メント事業、湛水防除事業、特定農業用管水路等特別対策事業、道路メンテナンス事
業に係る繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方自治法施行令１４
６条第２項の規定により、報告するものでございます。
以上、報告第１号について、ご説明申し上げました。

議長 伊藤秋雄 日程第７、報告第１号に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
（質疑なしの声あり）
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議長 伊藤秋雄 質疑なしと認めます。報告第１号の報告を終わります。
次に、日程第８、報告第２号 令和３年度八郎潟町公共下水道事業特別会計繰越明
許費繰越計算書の報告について、を上程いたします。
提案者の報告を求めます。

町長 畠山菊夫 会議日程資料の７ページをご覧ください。
報告第２号 令和３年度八郎潟町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について

令和３年度八郎潟町公共下水道事業特別会計予算の秋田湾・雄物川流域下水道事業に
係る繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方自治法施行令第１４６条
第２項の規定により報告するものでございます。
以上、報告第２号について、ご説明申し上げました。

議長 伊藤秋雄 日程第８、報告第２号に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
（質疑なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 ないようですので、質疑なしと認めます。報告第２号の報告を終わります。
次に日程第９ 報告第３号 令和３年度に放棄した私債権等の報告（公営住宅使用料
）について、を上程いたします。
提案者の報告を求めます。

町長 畠山菊夫 会議日程資料の９ページをご覧ください。
報告第３号 令和３年度に放棄した私債権等の報告について（公営住宅使用料）

八郎潟町債権管理条例第１６条第１項の規定により、私債権等について放棄したので
同条第２項の規定により、これを報告するものでございます。
以上、報告第３号について、ご説明申し上げました。

議長 伊藤秋雄 日程第９、報告第３号に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
はい、１番 加藤千代美君。

１番 加藤千代美 債権を放棄したという内容でございますけども、放棄するまでにどういうような対策
を取っていたんですか。そのことを教えていただきたい。
額にすると相当大きいのですが、住宅使用料だと思うんですけども、これについては
保証人がいるはずなんですが、それに対してどのような行為をしたのか、その辺を詳し
く教えてください。

議長 伊藤秋雄 はい、建設課長。

建設水道課長 加藤恒貴 議員のご質問にお答えいたします。
町営住宅の使用料でございますが、徴収事務としては債務者への督促を行っておりま
す。それから臨戸訪問の上、徴収を行ってございます。
さらに保証人への完納指導通知と合わせまして、保証人への移行要請等行っておりま
したが、全額ではありませんが徴収至らず、また徴収見込みのない未収金としてこのた
び時効により、今回債権放棄するものでございます。
それから保証人の内容でございますが、連帯保証人は入居するときに最後も履行する
ということでございますが、今、申しました通りあくまでもまず本人への指導通知それ
から保証人への通知も合わせて行って、結果的に未納だったということでございます。
以上です。

１番 加藤千代美 件数にすると１９７件となっておりますが、これは１９７人ですかそれとも合算して
１９７になったということですか。

建設水道課長 加藤恒貴 お答えいたします。人数としては７人になります。１９７件というのは延月数
となってございます。この７人のうちの全ての月数の１９７件、合計額が３，３１１，
９９５円という金額になってございます。以上です。

１番 加藤千代美 ７人の人が件数にすると１９７件になったと、当然７人に対して連帯保証人がおる訳
ですが、その連帯保証人も払わないでズルズルと経過したと、そういうことですか。
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建設水道課長 加藤恒貴 本人への指導通知、催告あるいは保証人への文章等、指導通知、債務履行のお
願い等行った結果、債務不履行という形で債権が残ったという状態でございます。以上
です。

１番 加藤千代美 この方まだ入っているんですか。

建設水道課長 加藤恒貴 全て退居されている方です。

議長 伊藤秋雄 他に質疑ありませんか。
（質疑なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 質疑なしと認めます。報告第３号の報告を終わります。
次に、日程第１０、報告第４号 令和３年度に放棄した私債権等の報告について（水
道料金）を、上程いたします。
提案者の報告を求めます。

町長 畠山菊夫 会議日程資料の１１ページをご覧ください。
報告第４号 令和３年度に放棄した私債権等の報告について（水道料金）

八郎潟町債権管理条例第１６条第１項の規定により、私債権等について放棄したので
同条第２項の規定により、これを報告するものでございます。
以上、報告第４号について、ご報告申し上げました。

議長 伊藤秋雄 日程第１０、報告第４号に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
はい、１番 加藤千代美君。

１番 加藤千代美 さっきの３号、４号、と関連することだと思うんですけども、この３号に指摘された
人が当たっているのですか、それとも全く新たな人ですか。

建設水道課長 加藤恒貴 今回の債権放棄に関して言えば、住宅と水道と重複している方はございません
。なお、水道料金に関して言えば、件数が８件となっており、１番の時効を迎えたもの
が８人となります。件数としては延月数として８４か月となります。
２番の破産した人は２人ということで、延月数として４０カ月ということで合計で７
８９，４２０円となってございます。以上です。

１番 加藤千代美 水道料金とか電気料金とか他に生活圏の関係があって、簡単に差し止め出来ないと思
いますけども、８４か月、４０カ月も放置しておくというのは、やっぱりもっと指導し
ないと、前の段階で３００万の金が債権放棄して、ここで８０万位の金を放棄したこと
になる訳ですね。財政にとっては非常に大きい額だと思う訳ですよ。
こういう事態が出てきた段階で、何か今後の対策は考えているんですか。

建設水道課長 加藤恒貴 水道に関していきますと、当然、本人への催告あるいは完納指導等、臨戸訪問
も合わせまして、履行要請は行ってございます。水道に関していけば、給水停止という
手続きも踏みまして、それで納付に至っておらなかった方が今回まず放棄という形にな
ってございます。
手続きとしましては、この後も町営住宅あるいは水道も含めまして、これ以上債権を
増やさないような努力が私共も必要かと思っておりますので、それを実行していきたい
と思っております。以上です。

議長 伊藤秋雄 他にありませんか。はい、７番 村井昇君。

７番 村井 昇 時効ということだけども、この中には亡くなって時効になった人もおりますか。

建設水道課長 加藤恒貴 水道の放棄の人数には、死亡された方は入っておりません。ただ行方不明の方
はございます。

議長 伊藤秋雄 他にありませんか。
（質疑なしの声あり）
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議長 伊藤秋雄 質疑なしと認めます。報告第４号の報告を終わります。
次に日程第１１、報告第５号 令和３年度に放棄した私債権等の報告について（損害
賠償）を上程いたします。
提案者の報告を求めます。

町長 畠山菊夫 会議日程資料の１３ページをご覧ください。
報告第５号 令和３年度に放棄した私債権等の報告について（損害賠償金）

八郎潟町債権管理条例第１６条第１項の規定により、私債権等について放棄したので
同条第２項の規定により、これを報告するものでございます。
以上、報告第５号について、ご説明申し上げました。

議長 伊藤秋雄 日程第１１、報告第５号に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
はい、１番 加藤千代美君。

１番 加藤千代美 債権放棄したの１件ですが、これは具体的に説明できますか。名前出すことできます
か。

議長 伊藤秋雄 はい、総務課長。

総務課長 村井健一 ただ今のご質問にお答えします。
今回の債権放棄に関しては、個人の名前は出さなくても職員の不祥事により起きた債
権について、町が破産管財人を通じて債権を予定してあったものでございます。以上で
す。

議長 伊藤秋雄 いいですか。他にありませんか。
（質疑なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 質疑なしと認めます。報告第５号の報告を終わります。
次に、日程第１２、議員派遣について、を議題といたします。
お諮りいたします。配布資料のとおり、議員を派遣することにしたいと思いますが、
ご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 ご異議なしと認めます。従って、議員派遣については、配布資料のとおり派遣するこ
とに決定いたしました。
次に、皆さんに配布しておりますように、５番 石井清人議員から発議第２号 はち
らぼ調査特別委員会の設置について、日程を追加し議題とする動議が提出されておりま
す。
この動議は賛成者がおりますので、成立します。
お諮りします。発議第２号 はちらぼ調査特別委員会の設置についてを日程に追加し
直ちに議題とすることにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

議長 伊藤秋雄 異議なしと認めます。
追加日程第１、発議第２号 はちらぼ調査特別委員会の設置について、を上程いたし
ます。
提出者の説明を求めます。５番 石井清人議員。

５番 石井清人 発議第２号 はちらぼ調査特別委員会の設置について、上記の議案を別紙のとおり、
地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条の規定により提出します。
これは、令和４年６月７日に議長さん宛てに提出しております。
提出者は私、石井清人、賛成者は小柳聡議員であります。
提案理由 令和４年３月議会に上程された、はちらぼ関連予算については、可決され
たものの、その必要性、継続性など多くの意見が提出されています。
買い物弱者対策として、オープンしたはちらぼの存続を期待しながらも、補助金脱却
を目指した経営の改革をしなければ、町民の理解を得られないと考えます。
そこで、議会としても経営の調査を行い、経営改善の提言を出すことを目的に、表記
の委員会を設置することを提案するものであります。
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裏面をご覧ください。次のとおり、はちらぼ調査特別委員会を設置する。
１．名称ははちらぼ調査特別委員会であります。
２．設置目的はただ今述べたとおりであります。
３．検討内容ははちらぼの経営に関すること、内容としては売り上げ増への提言、経
費を減らすための提言、補助金減の提言、その他、特別委員会が特に必要と認め
た事項であります。

４．審査方法は閉会中の継続審査であります。
５．進め方、委員会での内部検討です。
６．委員の数は６人
７．委員会の設置期間は概ね６ケ月（６月～１１月）そして、１２月議会に報告した

いと考えております。
以上が設立の趣旨ですので、どうか趣旨をご理解いただきまして、ご賛同をよろしく
お願い申し上げます。終わります。

議長 伊藤秋雄 これより、発議に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
はい、１番 加藤千代美君。

１番 加藤千代美 委員会を作ることは良いんですけども、やはり自治法に基づいた１００条委員会、拘
束力のある、その権威のある委員会を作るのが私はふさわしいと思うんですね。
ただ委員会を作って拘束力はない、法律に縛られない委員会をやっては、しっかりと
した議論が出来ないと思うので、自治法第１００条に基づいた１００条委員会を設置す
ると共に、委員は３月議会であの位意見が出たのだから、議員全員が委員になって再度
審議するのが一番良い方法だと思います。

議長 伊藤秋雄 他にありませんか。９番 金一義君。

９番 金 一義 この６名の議員というのは発案者にご質問しますけども、どういう選抜の形で６名と
いうことになっているのか、今、１番の質問にあったように１２人の議員ですので、全
員でやっぱりこの大きな問題でありますので、委員会としてやったほうがベターじゃな
いかと、この委員に入りたくないという人は別ですよ。
だけども基本としてやっぱり、全員協議会としてやらないと全員の意見というのは集
約出来ないじゃないかと思います。
だからそこら辺どういう選び方をするのか分からないけども、立候補なのかそこら辺
何とするのか話してなかったからね、そうするとちょっと選ばれない方にすれば、残念
なところも出てくる訳ですよ。
何で俺が選ばれないかと、要するに半数が選ばれない訳ですから、くじ引きでやるん
だったらそれも良いでしょうけども、１番の話されたようにやっぱり全員でやるべきだ
と思います。
この大きな問題ですのでいろんな意見を集約して、それをやっぱりどうするかって検
討するべきだと思います。

議長 伊藤秋雄 はい、提案者の石井清人君。

５番 石井清人 この案を作った段階では、各委員会から３名ずつ選んで６名と考えた訳であります。
でもまず今ご提案がありましたから、これを議長さん諮ってもらって、全員で良いと
いう意見が多ければ、私全員でも良いと思いますけども。
私考えた時点では、各委員会から３名ずつという考えでありました。以上です。

議長 伊藤秋雄 それでは、決を取りたいと思います。今、石井議員からお話しがありましたが各委員
会から３名ずつ出して、特別調査委員会を開きたいと、また、９番の金さんからもお話
しがありました全員でやったらどうか、という意見もありました。
それについて決を取りたいと思います。まず始めに、石井清人議員が各常任委員会か
ら３名ずつ出したいという意見に対して、賛成の諸君の起立を求めます。

（起立５人）

議長 伊藤秋雄 起立５人です。それから金一義君の意見に対して、賛成の諸君の起立を求めます。
（起立５人）



- 50 -

議長 伊藤秋雄 起立５人です。それでは今回は初めてですので、全員となればやっぱりいろんな意見
も出て、まとまるところもまとまらないと思いますので、各常任委員会から３名ずつ出
して、今回設立したらどうかと思います。私はそう思っておりますので、よろしくお願
いいたします。

議長 伊藤秋雄 それでは他にないようですので。はい、１番。

１番 加藤千代美 私の言ったことについて、回答得てません。

議長 伊藤秋雄 それからもう一つ、今、加藤議員からも言われた１００条委員会をやったらいいじゃ
ないかと、設けたらという意見もありました。
それに対して石井議員何かございませんか。

５番 石井清人 １００条委員会の提案があったけども、これは口頭で出せるのかな、私はこれ文章で
正式に議長さん宛てに、賛同者を付けて出したんだけども、１００条は今口頭で出して
それ発議として認められるのかな、そこのやり方が分からないので、私は１００条まで
は必要ないと思うけども私はね。

議長 伊藤秋雄 ４番 北嶋賢子君。

４番 北嶋賢子 ４番 北嶋です。私も１００条までは必要ないと思います。そして委員会を作って、
委員会の中で話し合ったら良くなるんじゃないかなと、相談するためにあるんじゃない
かなと思ってます。

議長 伊藤秋雄 他に意見ありませんか。それでは特別委員会を設置することは、全員賛成なようです
ので、各常任委員会から３名ずつ選出してもらいたいと思います。
その代わり自分がこの調査特別委員会に出たいという人は、やっぱり手を挙げて出て
もらいたいと思います。そういうことで設置したいと思います。
次に、はちらぼ調査特別委員会の６名の選任につきましては、各常任委員会から選任

いたします。それでは、これより各常任委員会を開いていただきます。
総務産業常任委員会は第一委員会室で、教育民生常任委員会は第二委員会室で開催し
てくださるようお願いいたします。
はい、５番 石井清人君。

５番 石井清人 はちらぼ調査特別委員会の設置については、決取ったんでしたっけ。

議長 伊藤秋雄 はい、いいです。暫時休憩いたします。
（ 休 憩 ）
（ 再 開 ）

議長 伊藤秋雄 会議を再開いたします。総務産業常任委員会からは、２番 小柳聡君、９番 金一義
君、１１番 柳田裕平君、教育民生常任委員会からは４番 北嶋賢子君、５番 石井清
人君、６番 京極幸村君、以上の６名が選任されました。
それでは、ただちに第一委員会室において、正副委員長を互選していただきたいと思
います。暫時休憩します。

（ 休 憩 ）
（ 再 開 ）

議長 伊藤秋雄 会議を再開いたします。委員長には５番 石井清人議員、副委員長には２番 小柳聡
議員に決定いたしました。
以上、今定例会に付議された事件は全て終了しました。
これをもちまして、八郎潟町議会６月定例会を閉会いたします。
大変ご苦労様でした。

（ 閉会 午後４時 ）
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会議の経過を記録し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。
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